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Ⅰ．花き輸出の概要  
 
１．輸出における物品の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．段階別輸出作業要約 
 
≪輸出の事前準備≫ 
●相手国輸入者との契約 
●ワシントン条約に係る申請 
（該当品のみ） 
●輸入許可証の取得 
（中国・香港・他） 
●栽培地検査証明書の取得 
（該当品のみ） 
●特定原産地証明書の取得 
（EPA提携国の場合） 
 

 
≪輸出手続き≫ 
●インボイスの作成 
●パッキングリストの作成 
●植物等輸出検査証明書の 
取得（該当品のみ） 

●輸送中のトラブル対策 
●輸出通関の手続き 

 
≪輸入手続き≫ 
●植物防疫検査 
●輸入通関 
●輸入者へ引き渡し 

 
３．手続きと申請の関係 
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Ⅱ．輸入制限・禁止品目等 
１．輸入制限・禁止品目の概要 
 植物を輸出する際には、まず輸出する相手国の植物の輸入に関する様々な取り決め事

項を確認しなければなりません。相手国が輸入を禁止している「輸入禁止品」であると、

輸出はできません。また、輸入禁止品でなくても輸入に際し様々な制限が設けられてい

ることもあります。輸出を行う際には、どのような検査が必要かという確認と、該当す

る品目であれば所管機関等への申請を行い、検査を受け証明書等を発給してもらう必要

があります。 
 

 
 
２．ワシントン条約（CITES：サイテス） 
（１）ワシントン条約とは 

ワシントン条約（「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条

約」）（CITES（サイテス）: Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora）は、野生動植物の国際取引の規制を輸出国と輸
入国とが協力して実施することにより、採取・捕獲を抑制して絶滅のおそれのある

野生動植物の保護を図ることを目的とする条約です。 
野生動植物の種の絶滅のおそれの程度に応じて同条約附属書に掲載し、国際取引

の規制が行われます。この付属書に記載されている品目については、同条約に基づ

く輸出許可証を取得しなければ輸出ができません。 
また、該当品のなかでも絶滅の危険性の程度等により「付属書Ⅰ」、「付属書Ⅱ」、

「付属書Ⅲ」に分けられて記載されており、商業用として認められるのは「付属書

輸出したい植物 

輸入禁止品 

輸出できません 

輸入制限品 

各種申請が必要です 

ワシントン条約 

（CITES） 

輸出許可 

がいるもの 

輸出許可 

がいらないもの 

栽培地検査 

がいるもの 

栽培地検査 

がいらないもの 

植物検査証明書 



 

 

5 

Ⅱ」に記載された品目です。「付属書Ⅰ」は、野生のものについては、学術研究目

的（植物園等における共同保全計画等）以外の輸出は認められませんが、人工栽培

されたものに限り、例外的に商業目的での輸出が認められる場合（パフィオデンド

ロム等）があります。「付属書Ⅲ」は、ネパールのグネムツ科グネムツ類グネトゥ

ム・モンタヌムなど、特定の国の特定品目についての取り決めですので、輸出に関

して該当する品目は、この中にはありません。 
なお、このワシントン条約に関する申請手続き等は、経済産業省の所管になりま

す。 
 

 附属書に掲げる基準 規制の内容 

附属書

Ⅰ 

絶滅のおそれのある種で

取引による影響を受けて

おり又は受けることがある

もの 

○学術研究目的での取 引は可能（輸入国発行す

る輸入許可書が必要） 

○一部を除き、商業目的での取引は禁止  

○輸出国管理当局が発行する輸出許可書等が

必要 

附属書

Ⅱ 

現在は必ずしも絶滅のお

それはないが、取引を規

制しなければ絶滅のおそ

れのある種となり得るもの 

○商業目的での取引は可能 

○輸出国管理当局が発行する輸出許可書等が

必要 

附属書

Ⅲ 

締約国が自国内の保護の

ため、他の締約国の協力

を必要とするもの 

○商業目的での取引は可能 

○輸出国管理当局が発行する輸出許可書又は

原産地証明書等が必要 

 
（２）ワシントン条約に該当する花きについて 

ワシントン条約によって保護対象となっている品目として、花きの場合はソテツ

科、イチイ科、ナンヨウスギ科、ラン科、シクラメン属全種などが挙げられ、これ

らを輸出しようとする場合には、決められた申請を経済産業省に行い、輸出の許可

を得なければなりません。なお、該当品でも人工繁殖したものはこの CITES の申
請が不要となるものもあります。この場合は、CITES の変わりに「人工繁殖証明
書」が必要となります。 
該当品目を検索するには、経済産業省のホームページ（http://www.meti.go.jp/）

から検索ができます。内容が随時改訂されていますので、常に新しい情報を参照し

ましょう。なお、該当品目を検索する際には、植物の学名についての知識が必要と

なりますので、必要な品目については、花図鑑などで事前に調べておきましょう。   
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CITES該当品目 （抜粋：該当品の一部です） 
該当品 付属書Ⅰ 付属書Ⅱ 

ソテツ科 Cycas beddomei 
チャボソテツ（キュカス・ベドメイ）

CYCADACEAE spp. #1 
ソテツ科全種（附属書Ⅰに掲げる種を除く。） 

イチイ科 
ヒラヤマイチイ 

なし Taxus chinensis #2 
チュウゴクイチイ（タクスス・シネンシス） 
及びこの種内に分類されるもの［Chinese Yew］ 
 
Taxus cuspidata (注：以下参照)#2 
イチイ（タクスス・クスピダータ） 
及びこの種内に分類されるもの［Japanese Yew］ 
 
Taxus fuana #2 
（タクスス・フアナ） 
及びこの種内に分類されるもの 
 
Taxus sumatrana #2 
タクスス・スマトラーナ及びこの種内に分類されるもの［Chinese Yew］
 
Taxus wallichiana #2 
インドイチイヒマラヤイチイ［Himalayan Yew］ 
 
注： 鉢又は小さな容器に入った生きているタクスス・クスピダータの
人工的に繁殖させた交配種及び栽培変種であって、送り荷ごとに分類

名が明示されたラベル又は文書及び繁殖されたことを証する書類が添

付されたものは、この条約の適用を受けない。 

ラン科 （附属書Ⅰに掲げる次のすべての種

は、試験管中で固体又は液体の培地に

よって作成された実生又は組織培養体

であって無菌の容器で輸送されたもの

は、この条約の適用を受けない。） 
 
Aerangis ellisii 
（アエランギス・エルリスィイ） 
Dendrobium cruentum 
（デンドロビウム・クルエントゥム）

Laelia jongheana 
（ライリア・ヨンゲアナ） 
Laelia lobata 
（ライリア・ロバタ） 
Paphiopedilum spp. 
パフィオペディルム属全種 
［Asian slipper orchids, Slipper 
 orchids］ 
Peristeria elata 
（ペリステリア・エラタ） 
［Holy Ghost orchid; Dove orchid］ 
Phragmipedium spp. 
フラグミペディウム属全種 
［Slipper orchids, South American 
slipper orchids］ 
Renanthera imschootiana 
（レナンテラ・インスコオティアナ）

［Red vanda orchid］ 

ORCHIDACEAE spp. (注：以下参照) #1 
ラン科全種［Orchids］ 
（附属書Ⅰに掲げる種を除く。） 
 
注： シンビディウム、デンドロビウム、ファライノプスィス及びヴァ
ンダ属の交配種を人工的に繁殖させた標本は、次の(a)及び(b)に掲げる
条件を満たす場合には、この条約の規定の適用を受けない。 
 
(a) 標本が人工的に繁殖させたものであることが容易に認識し得るこ

と並びに採取、同一の分類群及び船積み内での異なった大きさや

形状、通常でない成長、異なった大きさ及び形状から物理的損傷、

藻類又は他の葉上着生植物の器官の葉への付着若しくは昆虫又は

その他の有害生物による損傷のような自然起源のものであること

の特性を示さないこと。 
(b) 

i) 花が咲いていない状態で船積みされる場合は、標本は、２０以上
の同一の交配種の植物が入っている個々の容器（例えば、厚紙製

の箱、箱、クレート又は区分けされた CC コンテナー）から成る
貨物で取引されなければならないこと。容器内の植物が、高度の

均一性及び健全性を示さなければならないこと。送り状のような

交配種の植物の数を明示した文書が貨物に添付されなければなら

ないこと。 
ii) 花が咲いている状態（標本ごとに完全に開いた花が少なくとも一
つ以上あること。）で取引される場合は、貨物ごとの標本の最小限

の数は要件とはされないが、標本は商業的小売のために専門的に

処理（例えば、交配種の名前及び最終的に処理された国名を明記

した印刷されたラベル又は、印刷された包装材料で梱包）されて

いること。右は明確に目に見え、容易に検証できるものでなけれ

ばならない。このような免除の条件に明確に該当しない植物は、

この条約に定める適当な文書が添付されていなければならない。
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該当品 付属書Ⅰ 付属書Ⅱ 

シクラメン属全

種 

なし Cyclamen spp. (注：以下参照)#1 
シクラメン属全種［Cyclamen］ 
 
注： Cyclamen persicum(キュクラメン・ペルスィクム)の栽培変種の
人工的に繁殖させた標本は、休眠中の塊茎として取引される標本を除

くほか、この条約の適用を受けない。 
#1 次のものを除くすべての個体の部分及び派生物 

(a) 種子、胞子及び花粉（花粉塊を含む。） 

(b) 試験管中で固体又は液体の培地によって作成された実生又は組織培養体であって無菌の容器で輸送されたもの 

(c) 人工的に繁殖させた植物の切花 

(d) 人工的に繁殖させたヴァニルラ属の果実並びにその部分及び派生物。 

#2 次のものを除くすべての固体の部分及び派生物 

(a) 種子及び花粉 

(b) 包装された小売り取引用に準備された完成品 

※このほかに、サボテン科全種、アロエ属全種等も該当します。 
※ここに紹介しています品目は、リストの一部です。全リストは、以下の HPをご参照ください。 
※これらは改正されることもありますので、最新情報をご参照ください。 
 
  ワシントン条約に関する情報は、こちらから閲覧できます 

経済産業省ホームページ  http://www.meti.go.jp/ 
  ワシントン条約事務局のホームページ http://www.cites.org/ 
  
【ワシントン条約（CITES）に関するウェブサイト（経済産業省ホームページより）】 
http://www.meti.go.jp/policy/boekikanri/pages/cites/cites_top_page.htm 
 

申請書ダウンロードはここ 

最新情報はここを確認 

該当品リスト検索はここ 
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（３）ワシントン条約に該当する花きの輸出申請方法について 
  ① 申請書類一覧 

  書類名 提出数 

① 輸出承認申請書    原本２通 

② 申請理由書 原本１通 

③ 輸出契約書  

【取引内容を確認することができる書類をもって契約書に代えることがで

きる：ここではプロフォーマーインボイス（売買契約前の契約書）やインボ

イス（請求書）で、輸入者（相手国バイヤー）のサインが入ったものの写し

でよい】 

写し１通 

④ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づく

日本国輸出許可書  

【CITES の本体となります。用紙は、政府刊行物サービス・センターや防

疫協会等で購入します】 

原本３通            

（指定用紙を購入） 

⑤ 輸出許可申請説明書 原本２通 

⑥ 輸入国のワシントン条約に係る管理当局が発行した輸入許可書（附属

書Ⅰの野生、Ｆ１世代又は野生と同等の飼育下で繁殖された動植物の

標本の場合のみ必要） 

【付属書Ⅰに該当する品目にのみ必要となります】 

写し２通 

⑦ 飼育により繁殖させた動物又は人工的に繁殖させた植物にあっては、関

係省が発行したその旨を証明する書類（繁殖証明書等） 

【通常は不要になります】 

原本及び写し１通 

⑧ 生きている動物にあっては、運送手段説明書  

【ここでは箱のサイズ、形状も記載する】 

原本２通 

⑨ 我が国の動植物の保護に関する法律に違反して捕獲又は採取したもの

でない旨の誓約書                            

原本２通 

⑩ 個体（生死の別を問わない）又は個体の部分である場合には、これを記

録した写真（Ａ４紙に貼付） 

【ここでは栽培地の写真と植物の全身写真が必要】 

２枚 

⑪ 販売又は譲渡された貨物にあっては、販売証明書又は譲渡証明書 

【通常は不要】 

原本及び写し１通 

⑫ その他必要であるとして提出を求められた書類等（学術研究目的の場合

は、研究内容を記した書類等） 

【通常は不要】 

指示された通数 
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出所：経済産業省 HP「ワシントン条約（CITES）」 
（http://www.meti.go.jp/policy/boekikanri/pages/cites/cites_top_page.htm）

② 手続きのフロー図 



 

 

10

③申請書類記入例（航空便の場合） 
 
 

 

記入例 ①輸送承認申請書  
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平成 20 年 ３ 月 １１ 日 
経 済 産 業 大 臣 殿 

住所 東京都中央区東日本橋 3-6-17 
電話 03-3664-8739 
FAX 03-3664-8743 
氏名 日本花普及株式会社 
   社長 日本花男   印 

 
 

申 請 理 由 書 
 
今般、弊社は下記の通り輸出契約を締結いたしました。該当貨物につきましては、

輸出貿易管理令別表２の３６項に該当しますので、輸出承認申請書を提出いたします。 
 今般申請いたします品目、Cymbidium Hybrid は、すでに数多くの海外への輸出事例があ
る品目であります。今般輸出を計画しております植物は、営利生産者向けに増殖販売されている市販

のメリクロン由来苗を山梨県の農園において３年にわたり営利栽培されたものであり、ここに輸出承

認の申請を行うものであります。 
 

記  
 

品 名：Cymbidium Hybrid（シンビジウム）  
英 名：Cymbidium 
学術名：Cymbidiun spp.  
数 量： 10 本  
仕向先名称：○○○○ Orchid Inc. 
住 所：○○○○○○○○ Los Angeles, 

United States of America 
 

以上  

記入例 ②申請理由書 

代 表

者印 
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記入例 ③輸出契約書（インボイスの例） 



 

 

13 

 
 
 

 

 

記入例 ④絶滅のおそれのある野生動植物の種の 
国際取引に基づく日本国輸出許可証
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記入例 ⑤輸出許可申請説明書  
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平成２０年３月１１日 
経 済 産 業 大 臣 殿 

住所 東京都中央区東日本橋 3-6-17 
電話 03-3664-8739 
FAX 03-3664-8743 
氏名 日本花普及株式会社 
   社長 日本花男   印 

 
 

運 送 手 段 説 明 書 
 

 堅固な箱（幅 50cm×高さ 120cm×奥行き 60cm）に収容し、標本が、傷を受けたり、
健康を損ね、若しくは成長を害し、又は、虐待される危険性をできる限り少なくする

ように輸送致します。  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記入例 ⑧輸送手段説明書  

高さ=120cm 

幅=50cm 

奥行き=60cm 

代 表

者印 
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平成 20 年 3 月 11 日 

経 済 産 業 大 臣 殿 
住所 東京都中央区東日本橋 3-6-17 
電話 03-3664-8739 
FAX 03-3664-8743 
氏名 日本花普及株式会社 
   社長 日本花男   印 

 
 

誓  約  書 
 
 今般申請致します植物に関しまして、日本国の動植物の保護に関する下記の法律に

違反して捕獲若しくは採取したもの又は譲り受け若しくは引き取りしたものでないこ

とを、ここに誓います。  
 

記  
 

品 名：Cybidium hybrid（シンビジウム）  
英 名：Cymbidium 
学術名：Cymbidium spp. 
数量及び性別： 10 本  
法律名  
・ 鳥獣保護及び狩猟に関する法律（大正７年法律第３２号）  
・ 自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号）  
・ 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）  
・ 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）  
・ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律  
（平成４年法律第７５号）  

・ 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）  
・ 水産資源保護法（昭和２６年法律第３１３号）  
等  

 
以上  

記入例 ⑨誓約書 

代 表

者印 
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栽培地の写真 

 

 
商品のアップ写真 

記入例 ⑩写真 
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④申請窓口一覧 
●申請の受付時間：毎週月～金(祝日、休日、年末年始を除く｡)  
●午前１０：００～１２：００、午後１：３０～３：３０ 
＊郵送、宅配での申請も受け付けています。その場合は、全ての申請書類を揃えた上で、下記担

当課室に送付する。また、郵送での返信を希望される場合は、返信用封筒に宛先及び｢配達記録｣、

｢簡易書留｣又は｢書留｣の別を記載し、相当分の切手を貼付した上で同封する。 
 
申 請 先：各経済産業局、各通商事務所、沖縄総合事務局 

 
【各経済産業局等の窓口一覧】詳細は以下の窓口にお問い合わせください（＊平成２０年３月現在） 

（窓  口  先） （連  絡  先） 

北海道経済産業局 産業部 国際課  

 〒060-0808 札幌市北区北８条西 2-1-1 札幌合同庁舎 

電話：０１１－７０９－１７５２

東北経済産業局 産業部 国際室 

 〒980-8403 仙台市青葉区本町３－３－１ 

電話：０２２－２１５－７１４２

関東経済産業局 産業企画部 国際課  〒330-9715 埼玉県さいたま市上落合２－

１１ 埼玉新都心合同庁舎１号館 

電話：０４８－６００－０２６４

東京通商事務所 業務課  

 〒113-0034 東京都文京区湯島４－６－１５ 湯島地方合同庁舎 

電話：０３－５８４２－７０７１

横浜通商事務所 業務課  

 〒231-0002 横浜市中区海岸通１－１ 横浜第二港湾合同庁舎６階 

電話：０４５－２０１－９６０６

近畿経済産業局 通商部 通商課 

 〒540-8535 大阪市中央区大手前１－５－４４ 

電話：０６－６９６６－６０３４

神戸通商事務所 総務課 

 〒651-6591 神戸市中央区浜辺通５－１－１４ 神戸商工貿易センタービル６階 

電話：０７８－２２１－７９０１

中国経済産業局 産業部 国際課 

 〒730-8531 広島市中区上八丁堀６－３０ 広島合同庁舎２号館 

電話：０８２－２２４－５６５５

四国経済産業局 産業部 国際室 

 〒760-8512 香川県高松市番町１－１０－６ 

電話：０８７－８３１－３１４１

九州経済産業局 国際部 国際課 

 〒812-8546 福岡市博多区博多駅東２－１１－１ 

電話：０９２－４８２－５４２５

沖縄総合事務局 経済産業部 商務通商課  

 〒900-8530 沖縄県那覇市前島２－２１－７ 

電話：０９８－８６４－２３２１
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３．植物等輸出検査について 
 （１）植物等輸出検査の概要 
  諸外国が、自国に持ち込まれる植物に対して制限を課しているものもあります。このよう

な制限がかけられる植物は、国と植物の種類により異なり、この内容は「植物検疫要求事項」

として植物防疫所で収集されています。植物を輸出する際は、この要求事項に則した検査が

必要となります。この検査を行うのが植物防疫所であり、相手国の検疫要求内容を確認して、

植物に付着する病害虫の検査が行われています。 
検査する場所は、輸出される港や空港の植物防疫所ですが、大量の貨物の場合は倉庫等で

も検査をします。また、栽培中の検査は、栽培地に出向いて検査を行いますが、栽培シーズ

ンが始まる前に検査の申請が必要です。 
なお、ゆりやチューリップの球根については、日本の法律により栽培中に行う栽培地検査

に合格したものでないと輸出検査が受けられないことになっていますので注意が必要です。 
また、これら植物等輸出検査や栽培地検査といった植物検疫の手続において、国は手数料

を一切徴収していません。 
 

 

 

輸出制限品 

輸入禁止品 

「植物検査合格証明書」が必要なもの 

輸入許可により輸入を認めるもの 

輸出国での消毒措置が必要なもの 

栽培中の病害虫の検査が必要なもの  

輸送方法、植物形態、輸入時期、輸入場所 
及び梱包形態を制限するもの 

相
手
国
が
植
物
輸
入
に
関
す
る
制
限
に
つ
い
て
の
取
り
決
め
に
よ
る 
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諸外国に植物を輸出する場合の検疫条件一覧（早見表）：貨物編 
植物防疫所 HPより抜粋 （http://www.pps.go.jp/database/export/ex_quickhelp.pdf） 
（本表は平成１９年１２月時点のものです。使用については次ページ「使用上の注意」を参照してください。）  
地
域 

国名 切り花 
苗木類 

（盆栽を含む）
備考 

韓国 △ △ 

台湾 △ △ 

中国 × × 

香港 ◎ △ 

モンゴル □ □ 

フィリピン ○ △ 

ベトナム ○ ○ 

タイ △ △ 

シンガポール ○ △ 

マレーシア P △ 

インドネシア P P 

ブルネイ P P 

インド △ △ 

スリランカ P △ 

ｄ
ｓ
ア
ジ
ア 

パキスタン △ △ 

アラブ首長国連邦 ○ ○ 

サウジアラビア □ □ 

オマーン □ □ 

バーレーン □ □ 

クウェート □ □ 

中
近
東 

カタール □ □ 

EU △ △*１ 

ウズベキスタン ◎ △*２ 

クロアチア ○ △ 

スイス △ △ 

ノルウェー △ △ 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ 

ロシア連邦 ◎ △*２ 

アメリカ（本土） △ △ 

カナダ ◎ △ 

チリ ○ △*３ 

南
北
ア
メ
リ
カ ブラジル ○ △ 

オーストリア ○ △*４ 大
洋
州 ニュージーランド × △ 

【表中の記号について】 

◎：植物検疫証明書無しで輸出できます。 

○：日本で検査を受けて植物検疫証明書

を添付すれば輸出できます。 

P：輸出前に相手国の「輸入許可証」の取

得が必要です。 

☆：特別な検疫条件（二国間合意、栽培地

検査等）をみたしたもののみ輸出できま

す。詳しくは最寄りの植物防疫所へお尋ね

ください。 

×：相手国が輸入を原則禁止しています。 

□：不明または相手国の輸出条件に関す

る情報がほとんどありません。 

【EU 加盟国】（平成１９年１月現在） 

アイルランド、イギリス、イタリア、エストニ

ア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリ

シャ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、

スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハ

ンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリ

ア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マ

ルタ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ル

クセンブルク（計２７カ国） 

 

※注記については次ページ参照のこと 
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【注記】 
*１： 
Dendranthema属、ナデシコ属、ペラルゴニューム属は、栽培地検査又は消毒が必要 
Dendranthema属、ナデシコ属、カスミソウ属、ソリダゴ属については、トマトハモグリバエが
付いていないこと 
ラン科の切り花については、ミナミキイロアザミウマが付いていないこと 
アスター属、エリンギウム属、カスミソウ属、ヒペリカム属、リシアンサス属、バラ属、ソリダ

ゴ属、トラケリウム属については、タバココナジラミがついていないこと（※木本切枝について

は、別途条件あり） 
 
*２： 
キク属は、禁止 
キク属以外の切り花については、輸入許可証不要 
 
*３： 
栽培地検査又は消毒を必要とする植物が多種類存在 
 
*４： 
イネ科、ネギ属、フトモモ科、ヘリコニア属、ホウキモロコシは、不可 
 
（使用上の注意） 
当早見表に掲載されている情報の正確性については、万全を期しておりますが、元となる諸外

国の検疫規則は変更されることがあり、実際の内容と異なっている場合があります。実際の輸出

に際しては、相手国の最新の受入条件の確認をお勧めします。 
また、ここで掲げられている検疫条件は、各国の植物検疫上での要求であり、ここで輸入が可

能となっている場合であっても、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸入が制限

される場合があります。 
 
（.諸外国の輸入許可制度について） 
 輸出相手国の輸入許可に関する照会・手続については、現地輸入者等の関係者を通じて輸入国

の農業担当当局又は植物検疫当局に確認するか、あるいは対象国の在日大使館にお問い合わせく

ださい。 
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（２）植物等輸出検査の手順 
 【ステップ１：事前確認】 

 まず、最寄りの植物防疫所へ問い合わせて、相手国の輸入禁止品に該当しないかを確

認します。これに該当するものは、原則輸出できません。次に、相手国から特別な検査

を要求されていないかを植物防疫所へ確認します。植物等輸出検査だけでよいのか、ま

た、同時に栽培地検査を求められていないかなど、国によって、植物によって異なりま

す。なお、輸出実績のない国の検疫要求内容については、植物防疫所に情報が収集され

ていない場合があります。この場合は、輸出者が輸入者を通じるなどして相手国の植物

防疫機関から取得しなければなりません。 
 

【ステップ２：輸入許可証】 
相手国が輸入許可証を必要とする品目でないかを確認をします。これが必要とされて

いる場合、事前に取得しておかないと、植物等輸出検査を受けることもできません。こ

れも最寄りの植物防疫所へ問い合わせて確認をします。必要な場合は、輸入者を通じて

相手国の植物防疫機関から取得しなければなりません。 
 
  【ステップ３：栽培地検査】 

相手国と植物によっては、日本国内で栽培地検査を要求します。栽培地検査とは、対

象とされる病害虫の発生時期にあわせて栽培地に植物防疫官が出向いて検査を実施しま

す。栽培地検査には、日本の規則に基づくものと相手国の要求に基づくものとがありま

すが、輸出相手国、輸出植物及び対象となる病害虫の種類によって、検査の回数、時期

が決められています。ＥＵ向け盆栽は、１シーズンに６回、２年間にわたって検査が行

われます。 
近年、種子や苗木については、日本国内での栽培地検査を要求する国が増えてきてい

ます。例えば、ＥＵ向け五葉松、ビャクシン類の盆栽、米国及び豪州向けナシ類の生果

実、米国及びニュージーランド向けリンゴ生果実、米国及びニュージーランド向け温州

ミカン生果実などがあります。 
 ≪栽培地検査申請書をダウンロード≫ 
      

（申請書の提出期日：検査を受けようとする期日の３０日前） 
【ステップ４：植物等輸出検査】 
 実際に輸出される現品の検査を、輸出される港や空港の植物防疫所や、大量の貨物の

場合は、倉庫等で検査が行われます。なお、輸出検査は、植物の全量について実施する

のではなく、植物の種類・数量に応じて一定量を抽出して行われます。 
≪植物等輸出検査申請書をダウンロード≫ 
 

（申請書提出期日：輸出の１０日前／集荷地での検査は３０日前） 

栽培地検査申請書（http://www.pps.go.jp/law/form/form_04.html） 

植物等輸出検査申請書（http://www.pps.go.jp/law/form/form_07.html） 
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植物等検疫 輸出検査のながれ 

（植物検疫要求事項を確認） 

Q．輸出したい品目について 

相手国が要求している事項は何ですか？ 

相手国が輸入を禁止 

している植物等 

【輸出できません】 

相手国が植物検査証明書の 

添付を要求している植物等 

【輸出検査が必要です】 

相手国が植物検査証明書の添

付を要求していない植物等

【輸出検査が不要】 

Q．「輸入許可証」が必要な品目ですか？ 

⇒必要な品目は、輸入者を通じて取得が必要です 

Q.栽培地検査の必要ですか 

（必要があり） 

【栽培地検査】 

① 栽培地検査の受検申請を
します（申請書提出） 

② 栽培地検査を受検します
③ 栽培地検査合格証明書の
発給を受けます 

【植物等輸出検査】 

①! 植物等輸出検査の受検申請をします
（申請書提出） 

②! 植物等輸出検査を受検します 

（検疫病害虫なし） 

植物検査合格証明書 

（検疫病害虫あり） 

（輸出不可） 

（必要なし） 

←農林水産省植物防疫所へ 

問い合わせます。 

 実績のない国は独自で 

入手する必要があります。

ステップ１ 
事前確認 

ステップ２ 
輸入許可 

ステップ３ 
栽培地検査 

ステップ４ 
植物等輸出検査 

←「輸入許可証」が必要な品

目は、これを取得しておか

ないと、植物検疫検査関連

の申請ができません 

←「輸入許可証」や「栽培地検

査合格証」が必要な品目は、

それぞれの写しが添付書類と

して必要になります。 
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（３）事例：盆栽に関する植物輸出検査について 
 １．盆栽に関する諸外国の植物検疫要求の概要 
■ EU諸国向け 

(1) 一般盆栽 
① 少なくとも 2年間、公的登録された盆栽園で栽培管理すること。 
② その間、高さ 50㎝以上の棚に置かれた鉢で栽培すること。 
③ ヨーロッパに未発生のさび病の付着がないことを保証すること(検疫証明書に適用
農薬のその有効成分、適用月日を記載)。 

④ 年間少なくとも 6回の公的検査が行われること。 
⑤ 上記の検査で有害動植物が寄生・付着のないことを確認すること。 
⑥ 栽培土は消毒すること(くん蒸または熱処理による)。 
⑦ 輸出 2週間以内に、次のいずれかの措置をとること。 

(a) 栽培土の除去 
(b) 栽培土洗い落とし、消毒した栽培土に植替え 
(c) 適切な消毒の実施及びその旨の検疫証明書への記載 

⑧ 輸出検疫に合格した盆栽への封印(登録園番号)及び検疫証明書への記載 
＜以上、Council Directive 2000/29/ECの要約：別添参考資料１(P1～4)参照＞ 

(2) 五葉松等の盆栽 
ヒノキ属 (Chamaecyparis Spach)ビャクシン属 (Juniperus L.)及び五葉松
(Pinusparviflora Sieb,&amp.)(P.pentaphylla Mayr) 
① EU諸国の輸入可能期間は次のとおり。 

(2年に一度期間の更新が行われる。2008年度は更新年度に当たる。) 
 
マツ属及びヒノキ属：2007年 1月 1日から 2008年 12月 31日までの間 
ビャクシン属：2006年 11月 1日から 2007年 3月 31日及び 
       2007年 11月 1日から 2008年 3月 31日までの間 

② 輸入国の許可する数量を超えないこと。 
③ 登録盆栽園のリスト及び当該園の育成本数を毎年 EU委員会に提出すること。 
④ 少なくとも 2年間年 6回、対象病害虫の発生について公的な検査を実施すること。
特にビャクシンについては、盆栽の周囲に存在するボケ属、サンザシ属、マルメ

ロ属、ビャクシン属、リンゴ属及びナシ属についても検査を実施すること。 
⑤ ④の検査で対象病害虫が発見された場合は、不合格として EU 委員会に通報する
こと(次年は登録できる。)。 

⑥ 盆栽鉢は地面から少なくとも50㎝以上の棚上または線虫の侵入しないコンクリー
ト床に置かれること。 

⑦ 各盆栽には育成園と植え付け年次がわかるよう標識を付けること。 
⑧ 各盆栽は、育成園から輸出されるまでの間識別できるようにすること。 
⑨ 上記の要件の他、2000/29/EC に定める規定(一般盆栽に対する規定と同様)に従う
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こと。 
⑩ 輸入者は輸入数量、期日等を関係機関に申告すること。 
⑪ マツ属、ヒノキ属は輸入後 3ヶ月間、ビャクシン属は 4月 1日から 6月 30日まで
の間隔離栽培が必要であること。 

⑫ 隔離栽培期間中対象病害虫が発見された場合、不合格として廃棄し、その旨日本

側に通報される。その場合には該当する盆栽園の登録は取り消されること。 
＜以上、Council Directive 2002/887/EC及び 2006/915/ECの要約＞ 

⑬ ゴヨウマツ盆栽については輸出前に Gibberella circinata (Fusarium circinatum)
を対象にした検定が要求されることになった。 
＜Commission decision of 18 June 2007(2007/433 /EC)＞ 

 
■ スイス向け 
スイス向けの検疫条件は、EU向けとほぼ同様。 
＜Summary of the phyosanitary requirments concerning the import of bonnsai 
plant 他＞ 
   
■ アメリカ合衆国向け 

(1) アメリカ合衆国に輸入される人工的に萎縮された植物(以下、盆栽)は、以下の条件を
満たし、生産国の政府機関による植物検疫証明書の添付が必要。 

(2) 土壌を含め全ての栽培基質を出荷前に除去すること。 
(3) 盆栽は、次の要件に適合して栽培されたものであって、植物検疫証明書にその旨追
記があること。 

(ⅰ) 栽培国の政府機関に登録された苗木園の温室あるいは網室において少なくとも2
年間栽培されたこと。 

(ⅱ) 盆栽が栽培される温室または網室は、全ての換気及び開口部は開孔 1.6㎜未満の
網がかけられていること。 

(ⅲ) 盆栽は少なくとも 2年間は消毒された培養基質で栽培されること。 
(ⅳ) 登録ほ場の温室または網室内で地面から 50㎝以上の棚上に置かれること。 
(ⅴ) 登録ほ場は、植物検疫機関により、12 ヶ月間に 1 回合衆国が定める検疫病害虫
があるかどうかについて検査が行われること。 

(4) 輸出前に、U.S.D.A.(輸入国の植物検疫機関)が発行する輸入許可証(Permit)の取得が
必要。 
＜APHIS NEWS他＞ 

 
■ カナダ合衆国向け盆栽 
輸出前に、C.F.L.A.(輸入国の植物検疫機関)が発行する輸入許可証(Permit)の取得が必
要。 
輸入許可証には、輸入に関する許可条件が記載されている。 
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 例示をあげると、 
① ダイズシストセンチュウ、ジャガイモシストセンチュウ、ジャガイモシロシスト

*、ジャガイモがんしゅ病*の付着がないこと。 
② 栽培土壌は取り除くこと、 
③ 病害虫の付着がないこと。等 
    *は、我が国未発生病害虫 
 

■ 韓国向け盆栽 
マツ科、カラマツ属、ヒマラヤスギ属の植物の苗木類は、輸入禁止。 
果樹類及び実を付ける苗木については、隔離検査が必要。 
なお、輸出される盆栽には、土壌の付着がないこと。 
また、植物の栽培資材にかかる規則が改正されたことに伴い、2005.2.8からは、若干
取り扱いが変更されている。 
 
① 輸出可能な育成資材は、ピートモス、ココピート、コケ、樹皮及びこれらと混合

されたバーミキュライトやパーライト等で未使用のものに限る。 
② 育成資料は、根回りのこん包資材として使用する場合、資材そのものを輸出する

場合、ともに植物検疫が必要。 
 
２．EU諸国向け盆栽・庭木の栽培地検査において特に注意すべき事項 
（１）盆栽・庭木のほ場に係る事項 
栽培地検査対象ほ場であることを示す標札を掲げること。品種ごとに本数を必ず記

載する。 
≪標札の見本≫ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

輸出用・・・栽培地標札 
栽培地番号 ○○○○ 
面   積 ○ａ 
品種別数量 （例）イヌツゲ２０本 キャラボク ５０本 

栽 培 者 
  住 所 ○○市○○町○○番地 
  氏 名 ○○ ○○ 

１ｍ以上 

３０ｃｍ 

２５ｃｍ 
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（２）全ての種類の盆栽に係る事項 
① 盆栽園の設置条件 

 地面から５０ｃｍ以上の棚上で栽培すること 
 消毒した鉢土を用いること 

 
② 栽培管理 

(ア) 栽培地検査の対象である盆栽鉢にはラベル（五葉松等盆栽は所定の標識）等を用いて植物
名および栽培地検査が始められた年次を識別できるようにすること。 

(イ) また、栽培地検査が円滑に実施できるよう棚別、植物の種類、ラベルの種類別に盆栽鉢の
位置を整理すること（盆栽鉢の配置図を作成しておく） 

(ウ) 栽培・管理者は、栽培地検査の対象となる盆栽鉢数について種類、根付け年次（栽培地検
査受検年数）別に把握しておくこと（管理台帳等の作成）。 

(エ) 特に、栽培地検査の対象とならないものとの区別を明確にすること。 
③ 病害虫の防除 

   (ア) ヨーロッパ未発生のさび病を対象に次の管理を行うこと。 
   ○さび病に対する薬剤防除は、すべての盆栽について病微発現時期（３～4 月）直前に有効な

殺菌剤による防除を必ず行うこと。（防除実施記録を報告） 
   ○ビャクシン類盆栽については輸出検査前に殺菌剤による適切な消毒措置を必ず実施すること。 
   (イ) ビャクシン類盆栽については、防疫官立ち会いのもと、第１回目の栽培地検査時に有効

な殺虫剤（殺ダニ剤）による消毒を実施すること。 
また、輸出検査前に有効な殺虫剤（殺ダニ剤）による適切な消毒を実施すること。 

  (ウ) 盆栽鉢に用いる土壌の消毒を始め、栽培地検査期間中に防除を行った場合、必ず記録を
しておくこと。 

 
（３）五葉松、ビャクシン属及びヒノキ属盆栽に係る特別の条件 

① 盆栽ほ場に関するもの 
  個々の盆栽は登録盆栽ほ場、鉢植え年次が識別できる標識をつけること。 
  ※ 標識について 
   生産者は申請した五葉松、ビャクシン属及びヒノキ属盆栽には、ｍ規定の標識（ラベル）を、

主幹に外れないようにつけること 
 
    
 注）標識は、プラスチック製であること 
 
担当防疫所記号   植付年  生産者番号 
 
  

Y－０４－４５ 
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② 各々の種類の盆栽に関するもの 
  ＜五葉松＞ 

(ア) 五葉松（Pinus parviflora Sieb.&Zucc.及び Pinus pentaphylla Mayr.）あるいはこれらが他
のマツ属植物台木に接木されたものであること。その場合、台木植物は健全と認められたも

のであること。 
(イ) 接木の場合は台芽（ヒコバエ）を取り除くこと。 
(ウ) 検疫対象病害虫：マツノザイセンチュウ、マツ葉枯病、マツ葉さび病、マツこぶ病、マツカ
レハ、マツ発しんさび病、マメコガネ、マツバノタマバエ及びその他 EU未発生の病害虫。 

(エ) Gebberella circinata が沖縄県及び鹿児島県で発生していることから、ゴヨウマツのある登
録ほ場内に、これらの地域からマツ属樹木、土壌類を持ち込まないこと。 

 ＜ビャクシン属＞ 
(ア) 登録ほ場の周囲に所在するサンザシ属、マルメロ属、ビャクシン属、リンゴ属、カナメモチ
属、ボケ属及びナシ属植物についてもさび病が発生がないこと。 

(イ) 検疫対象病害虫：タマイブキノタマバエ、さび病、ビャクシンハダニ、マメコガネ及びその
他 EU未発生の病害虫。 

(ウ) EUは、輸入期間を設定していること（１１月１日から翌年３月３１日まで）。 
 
 ＜ヒノキ属＞ 
  検疫対象病害虫：マツノザイセンチュウ、マメコガネ及びその他 EU未発生の病害虫 
 
（４）その他の注意事項 

(ア) 盆栽にあっては、申請後第１回目の栽培地検査時までに鉢上げが完了していないものについ
ては、検査辞退します。 

(イ) 盆栽の栽培地検査は、輸出前２年間継続して実施しなければ輸出ができません。 
(ウ) 栽培地検査期間中に病害虫が発生した場合は、その種類を記録するとともに適切な防除を実
施すること。特にカミキリムシ、キクイムシ等の幹等への食入が認められた場合は当該植物

にマークをし、防疫官等の検査時に報告してください。 
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≪栽培地検査が必要な品目の輸出検査の手続き≫ 
 

申請書の提出 

第１回栽培地検査 

第 2回栽培地検査 

合否判定 

合格 不合格 

合格証明書の交付 
（植物防疫所→申請者） 

輸送届けの提出 

輸送届の承認 

輸送 

輸出検査申請 

検査 

梱包 

封印 

合格証明書の発給 

輸出 

不合格の通知 

検査立会 

検査立会 

盆栽に限る 

標札撤去 

栽培地検査合格証明書又は 

同証票、輸送届の添付 

標札設置・申請数量の確認

病害虫防除 

要記録 

消毒等の実施（要記録）根

回り土壌等に対する措置 

ビャクシン類の 

消毒確認 
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例：EU向け盆栽・庭木類の土壌検診(線虫検診)について 
近年の EU 諸国での線虫発見事例及び登録ほ場の削除要求に対処するため輸出検査時
に線虫を対象とした土壌検診が実施されています。 
 
≪栽培地検査（EU諸国向け苗木） 

のフローチャート≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

輸出検査申請 

土壌検診対象 

土壌検診実施 

土壌検診不合格 

輸出検査申請 

再申請 

土壌検診実施 

通常の輸出検査 

土壌検診合格 

輸出中止 

通常の輸出検査 

はい 

いいえ 

線虫未検出 

植物寄生性線虫の検出 

①土壌の除去 
②土壌の入れ替え 
③土壌の消毒

土壌未処理 

土壌処理 

①を実施したもの 

②又は③を実施したもの 

土壌検診対象植物 
 線虫発見の通報を受けたほ場から同じ樹種を通報

国に輸出する場合に検診の対象になります。 
 検診は、通報があった次の年度(3 月 31 日)まで、
輸出検査の都度行います。その期間中に通報がな

かった場合は、その翌年度の輸出検査から検診の

対象としないこととします。 
 *土壌を除去したものは対象としません。 

検診方法 
輸出検査時に対象の

盆栽から土壌を採取

します。採取した土

壌は、ベルマン法を

用いて検診します。

ベルマン法での線虫

検査には、最低 24時
間を要しますので、

判定はその後になり

ます 

判定 
植物寄生性線虫が

発見された場合は、

不合格になります。 

再申請のあった盆栽で、②又は③の

処理を行った場合は、再度土壌検診

を行います 

不合格時の対応 
不合格になった盆栽は、次

の処理を行ったものに限り

再申請を受け付けます。 
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栽培地検査申請書 

 

 （１） ○○年 ○○月 ○○日  

  横浜植物防疫所（ 東京支所又は出張所）植物防疫官 殿 

 

住 所 （２） 

氏 名 （３）      , 

  以下のとおり栽培地検査を申請いたします。 

 

栽培地 
番 号 
（４） 

栽培者 
氏 名 
（５） 

 
栽培地の所在地 

（６） 

 
種類・名称 
（７） 

 
品種名 
（８） 

栽培 
面積 
（９）

 
栽培数 
（１０） 

輸  出 
予定国 
（１１） 

輸出予定

数  量

（１２）

 
備 考

（１３）

Y-00 日本 花男 川口市安行●● ゴヨウマツ盆栽  0.6a 105 EU諸国 105 Y-90-00

〃 〃 〃 シンパク盆栽   27 〃 27 Y-94-00

〃 〃 〃 トショウ盆栽   40 〃 40 Y-92-00

〃 〃 〃 ヒノキ盆栽   500 〃 500 新規 

          

          

          

 
≪記入上の注意≫ 
 （１）栽培地検査を実施する植物防疫所名を記入する 
 （２）住所（郵便の宛先と同じ）を記入する。電話・ファックス番号を併記 
 （３）代表者名を記入する。自筆の場合は、押印の必要はない。 
 （４）栽培地番号：盆栽のほ場が既に登録されている場合は指定されているほ場番号を記入する。 
          新規に申請する場合は空欄とする。 
          苗木・庭木の場合は、任意の番号を記入する。 
 （５）栽培者氏名：実際に栽培・管理をする者の氏名を記入する。 
 （６）栽培地の所在地：検査対象の盆栽が栽培・管理されている場所の住所とする。場所が特定で

きるように正確に記載する。  
（７）種類・名称：カタカナで記入し、その後に「盆栽」又は「庭木」と記入する。 
（８）品種名：盆栽の場合は記入しない。（他の鉢物で品種名がある場合は記入） 
（９）作付面積：単位は a（アール）で記入すること。 
（１０）栽培本数：前年度からの継続分は、輸出残本数から枯死本数と国内販売本数を引いた既存本

数とする。新規に申請予定であるが、鉢上げ又は鉢替えが終了していなものにつ

いては見込み本数を記入する。 
（１１）輸出予定国：輸出予定国名を記入する。EU諸国向けの場合は「EU諸国」と記入する。 
（１２）輸出見込み数：原則として栽培本数 
（１３）備考：ゴヨウマツ等の特殊盆栽は、標識番号を記入する。 
       一般盆栽で、２年以上続けて検査を受けるものはまとめて「２年目」と記入する。 
       新規申請のものは「新規」と記入する。 
（１４）計：作付面積、栽培本数、輸出見込み数の計を記入する。 

記入例（盆栽の場合） 
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 ※栽培地検査申請書の提出に当たって、以下の「ほ場所在地付近の略図及びほ場の見取り図」を添

付する必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
防除記録を以下の記入例を参考にして記載し、第 6回目の栽培地検査時に植物検疫官に提出します。 
 

                 EU 向 け 盆 栽 栽 培 中 に お け る 消 毒 実 績  

 
(ほ場番号 Y-01         ) (栽培者名: 植防 太郎         )(ほ場所在地: 東京都江東区青海                     ) 

防除月日 散布薬剤名 有効成分名及び濃度 希釈倍率 防除対象植物(盆栽名) 対象病害虫 

3 月 25 日 マンネブダイセン水和剤 マンネブ 75% 600 ほ場全体 サビ病 

4 月 10 日 ランネート メソミル 45% 1000 五葉松 アブラムシ 

〃 オルトラン アセフェート 1000 サツキ アザミアマ 

〃 ニッソラン ヘキシチアゾクス 1000 ほ場全体 ハダニ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

記入例「ほ場所在地付近の略図及びほ場の見取り図」 

記入例「消毒実施記録」 
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植物等輸出検査申請書 

 
 
                                  住 所 東京都中央区東日本橋 3-6-17 
                                   氏 名 日本 花子                ○印  
 平成○○年○○月○○日 
 
 横浜植物防疫所成田支所 植物防疫官 殿 
 

※積 載 船 （ 機 ） 名  ○○航空○○○便 

※記 号 及 び 番 号  分からない場合は、船便だと「SHIP CARGO」、 
航空便だと「AIR CARGO」とだけ記入 

 積 載 予 定 月 日 ２０××／××／×× 

 積 載 港 名 成田空港 

※陸 揚 港 名  △△△空港 
 △△△△（欧文併記） ※輸入国名 △△△国 

△△△△（欧文併記） 

※荷 送 人 住 所 氏 名 Hanako Nihon 
3-6-17, Higashinihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan   

※荷 受 人 住 所 氏 名 荷受人と同じ場合は「同上」と記入 

 輸入国政府の輸入許可番号 Permit No. XXXXXXXX    輸入に際し、相手国の輸入許可
を必要としない場合は記入不要

※種類・名称 学 名 梱 数 数 量 産 地 

ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ Tulip Tulipa 1 CASE 100stemes 新潟県 

ｽｲﾄﾋﾟｰ Sweet pes Lathyrus odoratus 3 CASE 300stems 宮崎県 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

    

備  考 

 
 

備考 １ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 
２ 栽培地検査合格証票、野生植物原産地証明書又は輸出植物包装材料検査合格証明書を 
有する場合は、その旨を備考欄に記入すること。 

３ ※印の欄には、欧文を併記すること。 

記入例 

▲申請する植物防疫所の植物防疫官宛になります 

▲当日受検にくる人の住所、氏名を記入します。 

▲学名、産地は分かる範囲で記入 
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（３）全国の植物防疫所一覧（http://www.pps.go.jp/list/index.html） 
 
横浜植物防疫所 

横浜植物防疫所 〒231-0003 横浜市中区北仲通 5-57 横浜第２合同庁舎内 

総務部庶務課 

総務部会計課 

業務部本船貨物担当 

業務部種苗担当 

業務部コンテナ貨物担当 

業務部輸出及び国内検疫担当 

業務部病害虫同定診断担当 

調査研究部企画調整担当 

TEL 045-211-7150 

TEL 045-211-7151 

TEL 045-211-7152 

TEL 045-211-7153 

TEL 045-211-7154 

TEL 045-211-7155 

TEL 045-211-1015 

TEL 045-211-7164 

FAX（総務部） 045-201-2360 

FAX（業務部） 045-211-0611 

FAX(輸出及び国内検疫担当) 

045-211-2171 

FAX（企画調整担当） 045-211-0890  

横浜植物防疫所調査研究部 〒231-0801 横浜市中区新山下 1-16-10 

調査研究部消毒技術開発担当 

調査研究部害虫担当 

調査研究部病菌担当 

調査研究部病害虫危険度評価

担当 

TEL 045-622-8893 

TEL 045-622-8842 

TEL 045-622-8847 

TEL 045-622-8693 

 

FAX 045-621-7560 

〒242-0006 大和市南林間 6-16-34 
大和圃場 

TEL 046-274-1367 FAX 046-274-1569 

〒231-0862 横浜市中区山手町 277 
植物防疫所研修センター 

TEL 045-662-7922 FAX 045-662-7922 

〒210-0865 川崎市川崎区千鳥町 12-3 川崎港湾合同庁舎内 
川崎出張所 

TEL 044-288-3408 FAX 044-288-3408 

〒062-0045 北海道札幌市豊平区羊が丘１ 
札幌支所 

TEL 011-852-1809 FAX 011-853-9671 

〒066-0012 千歳市美々 新千歳空港内 
札幌支所千歳空港分室 

TEL 0123-24-6154 FAX 0123-24-6158 

〒085-0022 釧路市南浜町 5-9 釧路港湾合同庁舎内 
札幌支所釧路出張所 

TEL 0154-22-4291 FAX 0154-22-4291 

〒077-0048 留萌市大町 2-12 留萌地方合同庁舎内 
札幌支所留萌出張所 

TEL 0164-43-5156 FAX 0164-43-5156 

〒047-0007 小樽市港町 5-3 小樽港湾合同庁舎内 
札幌支所小樽出張所 

TEL 0134-23-4166 FAX 0134-23-4166 
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〒053-0004 苫小牧市港町 1-6-15 苫小牧港湾合同庁舎内  
札幌支所室蘭・苫小牧出張所 

TEL 0144-33-2913 FAX 0144-33-2914 

〒040-0061 函館市海岸町 24-4 函館港湾合同庁舎内 
札幌支所函館出張所 

TEL 0138-42-6671 FAX 0138-42-6671 

〒985-0011 塩釜市貞山通 3-4-1 塩釜港湾合同庁舎内 
塩釜支所 

TEL 022-362-6916 FAX 022-365-3383 

〒989-2401 名取市下増田字南原 仙台空港旅客ターミナルビル内 
塩釜支所仙台空港分室 

TEL 022-383-4585 FAX 022-383-4585 

〒030-0811 青森市青柳 1-1-2 青森港湾合同庁舎内 
塩釜支所青森出張所 

TEL 017-777-4656 FAX 017-777-4656 

〒031-0831 八戸市築港街 2-16-1  
塩釜支所八戸出張所 

TEL 0178-33-5424 FAX 0178-33-5424 

〒027-0021 宮古市藤原 3-114 宮古港湾合同庁舎内  
塩釜支所宮古出張所 

TEL 0193-62-6359 FAX 0193-62-6359 

〒986-0845 石巻市中島町 15-2 石巻港湾合同庁舎内  
塩釜支所石巻出張所 

TEL 0225-95-0261 FAX 0225-95-0261 

〒971-8101 いわき市小名浜字辰巳町 38 小名浜港湾合同庁舎内  
塩釜支所小名浜出張所 

TEL 0246-53-3402 FAX 0246-53-3402 

〒950-0072 新潟市中央区竜が島 1-5-4 新潟港湾合同庁舎内 
新潟支所 

TEL 025-244-4401 FAX 025-246-2730 

〒011-0945 秋田市土崎港西 1-7-35 秋田港湾合同庁舎内  
新潟支所秋田出張所 

TEL 018-845-1411 FAX 018-845-1411 

〒998-0036 酒田市船場町 2-5-43 酒田港湾合同庁舎内  
新潟支所酒田出張所 

TEL 0234-22-0445 FAX 0234-22-0445 

〒942-0011 上越市港町 1-11-20 直江津港湾合同庁舎内  
新潟支所直江津出張所 

TEL 025-543-0648 FAX 025-543-0648 

成田支所 
〒282-0004  

成田市古込字古込 1-1 成田国際空港 第２旅客ターミナルビル内 

成田支所庶務課 TEL 0476-34-2350 

成田支所第２ＰＴＢ旅客担当 TEL 0476-34-2352 
FAX 0476-34-2354 
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〒282-0011  

成田市三里塚御料牧場 1-1 成田国際空港 第１旅客ターミナルビル内成田支所第１ＰＴＢ旅客担当 

TEL 0476-32-6694 FAX 0476-32-6672 

〒282-0021 成田市駒井野字天並野 2159 成田空港合同庁舎内 
成田支所第１航空貨物担当 

TEL 0476-32-6690 FAX 0476-32-6673 

〒289-1603 

千葉県山武郡芝山町大里字大門 23-4 成田国際空港南部第２官庁ビル内成田支所第２航空貨物担当 

TEL 0476-32-6660 FAX 0476-32-6663 

〒144-0041 

東京都大田区羽田空港 3-4-4 東京国際空港国際線旅客ターミナルビル内成田支所羽田空港出張所 

TEL 03-5756-9292 FAX 03-5756-0229 

東京支所 〒135-0064 東京都江東区青海 2-56 東京港湾合同庁舎内 

東京支所庶務課 TEL 03-3599-1136 

東京支所輸入貨物担当 TEL 03-3599-1137 

東京支所種苗・国内検疫担当 TEL 03-3599-1139 

FAX 03-3599-1140 

〒319-1231 日立市留町 2435-6 日立港木材ビル内 東京支所日立出張所 

※職員が常駐していません。 

連絡は東京支所へ 
TEL 0294-52-0494 

〒314-0103 茨城県神栖市東深芝 9 鹿島港湾合同庁舎内 
東京支所鹿島出張所 

TEL 0299-92-3404 FAX 0299-92-3404 

〒260-0024 千葉市中央区中央港 1-12-2 千葉港湾合同庁舎内 
東京支所千葉出張所 

TEL 043-242-8401 FAX 043-242-8401 

 
名古屋植物防疫所 

名古屋植物防疫所 〒455-0032 名古屋市港区入船 2-3-12 名古屋港湾合同庁舎内 

庶務課 TEL 052-651-0111 

本船貨物・種苗担当 TEL 052-651-0112 

コンテナ貨物担当 TEL 052-651-0113 

輸出及び国内検疫担当 TEL 052-651-0114 

FAX 052-651-0115 

〒475-0831 半田市十一号地 2 衣浦港湾合同庁舎内 
衣浦出張所 

TEL 0569-21-4529 FAX 0569-21-4529 

〒478-0047 知多市緑町 5 
南部出張所 

TEL 0562-32-1389 FAX 0562-32-1604 
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〒510-0051 四日市市千歳町 5-1 四日市港湾合同庁舎内 
四日市出張所 

TEL 059-352-3896 FAX 059-352-3896 

中部空港支所 〒479-0881 愛知県常滑市セントレア一丁目１番 中部空港ＣＩＱ庁舎内  

庶務課 TEL 0569-38-8431 FAX 0569-38-8434 

旅客担当 TEL 0569-38-8433  

〒479-0881 愛知県常滑市セントレア一丁目１番 中部空港合同庁舎庁舎内 
航空貨物担当 

TEL 0569-38-8439 FAX 0569-38-8440 

〒933-0105 高岡市伏木錦町 11-15 伏木港湾合同庁舎内 
伏木富山支所 

TEL 0766-44-0954 FAX 0766-44-8426 

〒920-0211 金沢市湊 4-13 金沢港湾合同庁舎内 
伏木富山支所金沢出張所 

TEL 076-268-0001 FAX 076-268-4099 

〒926-0015 七尾市矢田新町二部 173 七尾港湾合同庁舎内 
伏木富山支所七尾出張所 

TEL 0767-52-2898 FAX 0767-52-2898 

〒914-0079 敦賀市港町 7-15 敦賀港湾合同庁舎内 
伏木富山支所敦賀出張所 

TEL 0770-22-1060 FAX 0770-22-1060 

〒424-0922 静岡市清水区日の出町 9-1 清水港湾合同庁舎内 
清水支所 

TEL 054-352-3775 FAX 054-354-1161 

〒441-8075 豊橋市神野ふ頭町 3-11 豊橋港湾合同庁舎内 
清水支所豊橋出張所 

TEL 0532-32-1156 FAX 0532-32-1156 

〒443-0036 蒲郡市浜町 4 
清水支所蒲郡出張所 

TEL 0533-69-3704 FAX 0533-69-3704 

 
神戸植物防疫所 

神戸植物防疫所 〒650-0042 神戸市中央区波止場町 1-1 神戸第２地方合同庁舎内 

庶務課 TEL 078-331-2806 FAX (庶務・会計) 

会計課 TEL 078-331-2385 078-332-2796 

業務部本船貨物担当 TEL 078-331-2386 FAX (業務部) 

業務部種苗担当 TEL 078-331-2376 078-391-1757 

業務部コンテナ貨物担当 TEL 078-331-4201  

業務部輸出及び国内検疫担当 TEL 078-331-2384  

業務部病害虫同定診断担当 TEL 078-331-1026  
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〒651-2115 神戸市西区伊川谷町別府 703 
伊川谷圃場 

TEL 078-974-3262 FAX 078-974-3282 

〒672-0863 姫路市飾磨区須加 294 姫路港湾合同庁舎内 
姫路出張所 

TEL 079-235-4382 FAX 079-235-4382 

〒552-0021 大阪市港区築港 4-10-3 大阪港湾合同庁舎内 
大阪支所 

TEL 06-6571-0801 FAX 06-6577-5160 

〒624-0946 舞鶴市字下福井 901 舞鶴港湾合同庁舎内 
大阪支所舞鶴出張所 

TEL 0773-75-0759 FAX 0773-75-0759 

〒640-8287 和歌山市築港 6-22-2 和歌山港湾合同庁舎内 
大阪支所和歌山出張所 

TEL 073-423-5170 FAX 073-423-5172 

関西空港支所 〒549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１ ＣＩＱ合同庁舎内 

庶務課 TEL 072-455-9010 FAX 072-455-1943 

旅客担当 TEL 072-455-1936 

〒549-0021 泉南市泉州空港南 1番地 
航空貨物担当 

TEL 072-455-1938 FAX 072-455-1944 

〒734-0011 広島市南区宇品海岸 3-10-17 広島港湾合同庁舎内 
広島支所 

TEL 082-251-5881 FAX 082-253-8663 

〒729-0416 広島県三原市本郷町善入寺字平岩 64-31 広島空港タ

ーミナルビル内  広島支所広島空港分室 

TEL 0848-86-8261 FAX 0848-86-8261 

〒684-0034 境港市昭和町 9 境港港湾合同庁舎内 
広島支所境港出張所 

TEL 0859-42-2513 FAX 0859-44-2398 

〒697-0063 浜田市長浜町 1785-16 浜田港湾合同庁舎内 
広島支所浜田出張所 

TEL 0855-27-0700 FAX 0855-27-0700 

〒712-8056 倉敷市水島福崎町 2-15 水島港湾合同庁舎内 
広島支所水島出張所 

TEL 086-444-6001 FAX 086-448-0750 

〒722-0002 尾道市古浜町 27-13 尾道地方合同庁舎内 
広島支所尾道出張所 

TEL 0848-22-6642 FAX 0848-22-6642 

〒740-0002 岩国市新港町 3-9-57 岩国港湾合同庁舎内 
広島支所岩国出張所 

TEL 0827-21-8696 FAX 0827-21-8696 
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〒762-0002 坂出市入船町 1-6-10 坂出港湾合同庁舎内 
坂出支所 

TEL 0877-46-4108 FAX 0877-45-6050 

〒773-0001 小松島市小松島町字外開 1-11 小松島みなと合同庁舎内
坂出支所小松島出張所 

TEL 0885-32-1227 FAX 0885-32-1227 

〒760-0064 高松市朝日新町 1-30 高松港湾合同庁舎内 
坂出支所高松出張所 

TEL 087-851-6475 FAX 087-851-6475 

〒769-1101 香川県三豊市詫間町詫間 1328-9 
坂出支所詫間出張所 

TEL 0875-83-3201 FAX 0875-83-3201 

〒791-8058 松山市海岸通 2426 松山港湾合同庁舎内 
坂出支所松山出張所 

TEL 089-951-2418 FAX 089-951-2418 

〒780-8010 高知市桟橋通 5-4-55 高知港湾合同庁舎内 
坂出支所高知出張所 

TEL 088-832-3690 FAX 088-832-3690 

 
門司植物防疫所 

門司植物防疫所 
〒801-0841 

北九州市門司区西海岸 1-3-10 門司港湾合同庁舎内 

庶務課 TEL 093-321-1404 FAX 093-332-5189 

輸入検疫担当 TEL 093-321-2601 FAX 093-332-5182 

輸出及び国内検疫担当 TEL 093-321-2809 FAX 093-321-0481 

〒750-0066 

下関市東大和町 1-7-1 下関港湾合同庁舎内 下関出張所 

TEL 083-266-4442 FAX 083-266-4446 

〒808-0034 北九州市若松区本町 1-14-12 若松港湾合同庁舎内 
若松出張所 

TEL 093-751-0790 FAX 093-751-0790 

〒812-0031 福岡市博多区沖浜町 8-1 福岡港湾合同庁舎内 
福岡支所 

TEL 092-291-2504 FAX 092-291-0482 

〒812-0851 福岡市博多区大字青木 739 福岡空港国際線旅客ターミ

ナルビル内 福岡支所福岡空港出張所 

TEL 092-477-7575 FAX 092-477-7576 

〒849-4256 伊万里市山代町久原 2976-31 伊万里港湾合同庁舎内 
福岡支所伊万里出張所 

TEL 0955-28-2573 FAX 0955-28-2573 
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〒850-0921 長崎市松ヶ枝町 7-29 長崎港湾合同庁舎内 
福岡支所長崎出張所 

TEL 095-822-2691 FAX 095-822-2691 

〒892-0822 鹿児島市泉町 18-2-33 鹿児島港湾合同庁舎内 
鹿児島支所 

TEL 099-222-1046 FAX 099-225-3465 

〒866-0033 八代市港町 139 八代港湾合同庁舎内 
鹿児島支所八代出張所 

TEL 0965-37-1544 FAX 0965-37-1544 

〒870-0107 大分市大字海原字地浜 916-5 大分港湾合同庁舎内 
鹿児島支所大分出張所 

TEL 097-521-2690 FAX 097-521-2690 

〒883-0063 日向市竹島町 1 細島港湾合同庁舎内 
鹿児島支所細島出張所 

TEL 0982-53-1339 FAX 0982-53-1339 

〒899-7103 

鹿児島県志布志市志布志町志布志 3259 志布志港湾合同庁舎内 鹿児島支所志布志出張所 

TEL 099-472-2491 FAX 099-472-2462 

〒899-6404 

鹿児島県霧島市溝辺町麓 1355-4 鹿児島空港国際線ターミナルビル内鹿児島支所鹿児島空港出張所 

TEL 0995-58-2428 FAX 0995-58-2463 

〒894-0036 奄美市名瀬長浜町 1-1 名瀬合同庁舎内 
名瀬支所 

TEL 0997-52-0459 FAX 0997-52-0494 

 
那覇植物防疫所 

那覇植物防疫事務所 〒900-0001 那覇市港町 2-11-1 那覇港湾合同庁舎内 

庶務課 TEL 098-868-0715 FAX 098-861-5500 

輸入検疫担当 TEL 098-868-2850  

輸出及び国内検疫担当 TEL 098-868-1679  

〒901-0142 那覇市鏡水 174 那覇空港国際線ターミナルビル内 
那覇空港出張所 

TEL 098-857-0054 FAX 098-857-0130 

〒904-0031 沖縄市上地 10 
嘉手納出張所 

TEL 098-938-1024 FAX 098-938-1024 

〒906-0012 宮古島市平良字西里 7-21 平良港湾合同庁舎内 
平良出張所 

TEL 09807-2-2433 FAX 09807-2-2433 

〒907-0013 石垣市浜崎町 1-1-8 石垣港湾合同庁舎内 
石垣出張所 

TEL 09808-2-2312 FAX 09808-2-2312 
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Ⅲ．関税について 
１．関税についての基礎知識（日本貿易振興機構（JETRO）ホームページより引用） 
輸出の際には、相手国の通関時に課される関税等の税金を相手国税関へ支払わなけれ

ば、輸入することができません。 
この関税には、種類があり、日本からの輸出品に一般的に適用されるのは、MFN税
率と呼ばれる、世界貿易機構（WTO：World Trade Organization）加盟国および協定
締結国で適用される税率です。また、この他に相手国によっては FTA税率（自由貿易
協定（FTA：Free Trade Agreement）に基づく関税率）や EPA税率（経済連携協定
（EPA：Economic Partnership Agreement））に基づく関税率を適用できる国もあり、
これを受けるには、別途申請が必要となります。 
 
【関税についての基礎知識】 

関税とはなにか？ 

関税とは、輸出入貨物にのみ課される租税で、輸入税、輸出税、通過税などがありますが、

一般には輸入税をさします。 

 

関税率とは？ 

関税額を決定するために輸入貨物の価格や、数量等に対して適用される比率のことです。

 

HS（Harmonized System）とはなにか？ 

Harmonized Commodity Description and Coding System「商品の名称および分類について

の統一システムに関する国際条約」に基づく、商品の名称・分類品目表（WCO-世界税関機

構作成）。関税および統計等に関して、世界の多くの国で採用されています。そのＨＳコー

ドは 6 桁まで世界共通、7 桁以降は、各国による細分類となっている。すべての物品は HS

コードのいずれかに分類されます。 

 

ＭＦＮ税率＝ＷＴＯ協定税率とは？ 

最恵国待遇適用国（MFN=Most Favored Nation）への税率で、ＷＴＯ加盟国および協定締結

国に適用されます。日本からの輸出品に一般的に適用されるのはこの税率です。 

 

特恵関税とは？ 

一般特恵関税＝ＧＳＰ（Generalized System of Preferences）は、UNCTAD 合意による、

先進国の途上国に対する特恵税率です。ＷＴＯ協定税率より低い税率が適用される。この

ほか後発開発途上国に適用される特別特恵関税などがあります。 

 

関税を支払うのは誰か？ 

一般的には輸入者側が支払います。契約により、輸出者が負担することもあります。 

（DDP―Delivered Duty Paid 関税込持込渡条件） 
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関税を決定するのは誰か 

各国の税関が各国の法に基づき決定します。最終的には現地税関の判断になるため、実際

の適用率は、現地輸入業者を通してあるいは E-mail 等で直接、現地税関に確認することを

お奨めします。 

 

関税の種類 

(1)従価税: 輸入貨物の価格を課税基準とする方法。もっとも広く採用されています。 

(2)従量税: 輸入貨物の数量（重量、長さ、面積、容積、個数等）などを課税基準とする 

方法（原油、酒類など）。 

(3)混交税: (1),(2)を同一品目に設定。税額の高い方か低い方を選択あるいは併用する 

課税方法。 

 

課税基準について 

関税を適用する場合の基準となる価格は、各国の関税法等により規定されています。 

主な課税基準  

(1)CIF 価格: Cost, Insurance ,Freight の略。運賃保険料込み到着地価格。これは売

り主が自ら引き渡し地までの物品輸送について手配し、かつ運賃、保険料

を負担する時の価格をいいます。 

(2)FOB 価格: Free on Board の略。本船渡し発送地価格。ＦＯＢ買い付けとは、売り主

は約定貨物を買い主の手配した本船に積み込み、その船舶の責任者に引き

渡すまでに生じたいっさいの費用と危険を負担し、買い主はそれ以後の運

賃、保険料などを負担することをいい、この場合の取引価格をＦＯＢ価格

といいます。 

(3)法定価格: 国内市場価格を調整しながら、輸入品の課税価格を決定する国定価格  

 

関税以外の諸税について 

関税以外に輸入品に課税される内国税や各種取り扱い手数料などで、国によって異なりま

す。 

 

特殊な関税 

通常の関税以外にアンチダンピング税、相殺関税、報復関税などの特殊関税があり、WTO

でも認められています。 

 

各国の関税体系について 

関税率には法定税率、一般（基本）税率、協定税率、特恵税率、一般特恵税率などさまざ

まな種類がありますが、それぞれの用語の定義や、どの税率をどのように組み合わせて（あ

るいは単独で）採用するかは、国により異なります。 
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２．関税率の検索方法 
 各国の税関のホームページ等を利用した検索方法もありますが、より便利なツール

として、日本貿易振興機構（JETRO）のウェブサイト内の「世界各国の関税率」
（http://www.jetro.go.jp/biz/tariff/）というページがあります。ここからは、登録す
れば日本在住のどなたでも無料検索をすることが可能です。 
 

 ≪日本貿易振興機構（JETRO）の「世界各国の関税率」での検索方法≫ 
 （利用方法について http://www.jetro.go.jp/biz/tariff/manual/ より抜粋） 
 ■検索方法 
ログインをすると以下のページが表示され、関税率検索方法を「検索オプション」の 3種類か

ら選択でいます。 

 
＜HS コードで検索する方法＞ 

① メニューから「HSコード検索」をクリック  
② 「仕向け国/輸出先」から検索したい国・地域を選びます。  
③ 「類／部名」から検索したいHSの頭 2桁を選びます。（花きは「０６」です）  
④ 「項」から検索したい HSの頭 4桁を選びます。  
⑤ Submit ボタンをクリックします。  
 

①検索方法を選択⇒ 
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＜商品名（英語）で検索する場合＞ 

① メニューから「テキスト検索」をクリック  
② 「仕向け国/輸出先」から検索したい国・地域を選びます。  
③ 「テキスト」欄に検索したい商品名の単語（英語）を入力します。  
④ Submit ボタンをクリックします。  
⑤ 検索結果から該当するものをクリックします。  

 * 注：検索結果では 3.で指定した単語がハイライト表示されます。  
「テキスト検索」は HS Description（HS品目定義）の全文検索になります。 
そのため、必ずしも一般的な用語では検索できないことがあります。  

 

② 

③ 

④ 

←⑤ 

② 

③ 単語（英語） ←④ 

（HS コードで検索する場合） 

（商品名（英語）で検索する場合） 
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＜複数の国・番号を指定する場合＞ 

① メニューから「複数検索」 をクリックします  
② 「仕向け国/輸出先」から検索したい国・地域を選びます。  
③ 「類／部名」から検索したい HSの頭 2桁を選びます。  
④ 「項」から検索したい HSの頭 4桁を選びます。  
⑤ Submit ボタンをクリックします。  
*複数の国･地域あるいは HS番号の指定方法  
範囲指定 → SHIFTキーを押しながら選択  
複数指定 → CTRLキーを押しながら選択 
 

 
 
 

③ 

←② *複数の国･地域あるいは HS番号の指定方法  

範囲指定 → SHIFTキーを押しながら選択  
複数指定 → CTRLキーを押しながら選択 

④ 

（複数の国・番号を指定する場合） 

←⑤ 
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■検索結果の見方 
＜検索結果に表示される項目＞ 
① Section Notes ＝ 該当するセクションに関する注記です。 
② Chapter Notes ＝ HS2桁の分類定義に関する注記です。 
③ End Notes ＝ 個別品目毎の注記。関税率欄の[1],[2]などに対応しています。日本
の場合は対象品目に関わる法規や輸入割当対象等の情報が記載されています。  
 

 
 

 
なお、花きについての検索は、HSコードの知識が必要です。 

「HSコード」とは "Harmonized Commodity Description and Coding System"（商品
の名称および分類についての統一システム）に関する国際条約（ＨＳ条約）で定められ

た商品を分類する番号のことです。商品

を輸出入する際には、このＨＳコードに

よって品目を特定します。関税率は、Ｈ

Ｓコードごとに決められています。なお、

上６桁までが世界共通で、それ以降は各

国によってことなります。 
※日本における HSコード分類については次ページ参照 

①▼ ②▼ ③▼ 
UOM=単位 

（花きに関するHSコード分類：上４桁）
 ０６０１ 球根等 
 ０６０２ 樹木、鉢物類等 
 ０６０３ 切り花類等 
 ０６０４ 切葉類等  

▲品目の HS コードをクリックし、JAPAN の欄で日本に適用される税率を確認してくださ

い。また輸入時に必要なその他の税についても検索できます。 
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表：日本における HSコード分類：平成 19 年度実行関税率表（花き関係） 
 

税      率    Rate of Duty 
 
 
 番   号 
 
   No. 

 
統   計 
細   分 
 Stat. 
 Code 
 No. 

 
 
 

品          名  
基  本 

General
 
協  定

  WTO
 
特  恵

Preferen-
tial 

 
暫  定

 Tempo-
 rary 

 
 
 
                   Description 

 
06.01 
 
 
 
 
 
 0601.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0601.20 
 
 
 
 
06.02 
 
 
 
 0602.10 
 
 
 0602.20 
 
 
 
 0602.30 
 
 
 
 0602.40 
 
 
 0602.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.03 
 
 
 
 
 
 0603.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0603.90 
 
 
06.04 
 
 
 
 
 
 
 
 0604.10 
 
 
 
 
 0604.91 
 
 
 0604.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010 
 
020 
 
090 
 
000 
 
 
 
 
 
 
 
 
000 
 
 
000 
 
 
 
000 
 
 
 
000 
 
 
 
 
 
 
 
011 
 
019 
 
090 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010 
 
020 
 
030 
 
040 
 
050 
 
090 
 
000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
000 
 
 
 
 
000 
 
 
000 

 
りん茎，塊茎，塊根，球茎，冠根及び根茎
（休眠し、生長し又は花が付いているもの
に限る。）並びにチコリー及びその根（第
12.12項のものを除く。） 
 
 りん茎，塊茎，塊根，球茎，冠根 及び
根茎（休眠しているものに限 る。） 
 
 －ユリ属のもの 
 
 －チューリップ 
 
 －その他のもの 
 
  りん茎，塊茎，塊根，球茎，冠根 及び
根茎（生長し又は花が付いて いるものに
限る。）並びにチコリー 及びその根 
 
その他の生きている植物（根を含む。）挿
穂、接ぎ穂及びきのこ菌糸 
 
 
  根を有しない挿穂及び接ぎ穂 
 
 
  樹木及び灌木（食用の果実又はナ ット
のものに限るものとし、接ぎ 木してある
かないかを問わない。） 
 
 しゃくなげ、つつじその他のつつ じ属
の植物（接ぎ木してあるかな いかを問わ
ない。） 
 
  ばら（接ぎ木してあるかないかを 問わ
ない。） 
 
  その他のもの 
 
 
  －きのこ菌糸 
 
 －－しいたけのもの 
 
  －－その他のもの 
 
  －その他のもの 
 
切花及び花芽（生鮮のもの及び乾燥し、染
色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加
工をしたもので、花束用又は装飾用に適す
るものに限る。） 
 
 
  生鮮のもの 
 
 
  －ラン科のもの 
 
  －キク属のもの 
 
  －ユリ属のもの 
 
  －ばら 
 
  －カーネーション 
 
  －その他のもの 
 
  その他のもの 
 
                      
植物の葉、枝その他の部分（花及び花芽の
いずれも有しないものに限る。）、草、こ
け及び地衣（生鮮のもの及び乾燥し、染色
し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工
をしたもので、花束用又は装飾用に適する
ものに限る。） 
 
 こけ及び地衣 
 
 
  その他のもの 
 
    生鮮のもの 
 
 
    その他のもの 

 
 
 
 
 
 
 
 無  税 
  Free 
 
 
 
 
 
 
 
 
 無  税 
  Free 
 
 
 
 
 
 
 
 無  税 
  Free 
 
 無  税 
  Free 
 
 
 無  税 
  Free 
 
 
 無  税 
  Free 
 
 無  税 
  Free 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 無  税 
  Free 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 無  税 
  Free 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5% 
 
 
 
 
   5% 
 
 
   5% 

 
 
 
 
 
 
 
(無税)  
(Free) 
 
 
 
 
 
 
 
(無税)  
(Free) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(無税)  
(Free) 
 
(無税)  
(Free) 
 
 
(無税)  
(Free) 
 
 
(無税)  
(Free) 
 
(無税) 
(Free) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(無税)  
(Free) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(無税) 
 (Free) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3% 
 
 
 
 
   3% 
 
 
   3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  無税 
  Free 
 
 
 
  無税     

Free  
 
  無税     
Free  

  
Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and 
rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory 
plants and roots other than roots of heading  
No.12.12: 
 
 
  Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and   
rhizomes, dormant: 
 
 
    Lilies spp. 
 
    Tulips 
 
    Other 
 
  Bulbs,tubers,tuberous,roots,corms, crowns and 
  rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and 
  roots 
 
 
Other live plants (including their roots), cuttings and  slips; 
mushroom spawn: 
 
 
  Unrooted cuttings and slips 
 
 
  Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds   which 
bear edible fruit or nuts 
 
 
  Rhododendrons and azaleas, grafted or not 
 
 
 
  Roses, grafted or not 
 
 
  Other: 
 
 
    Mushroom spawn 
 
      Of shiitake mushrooms 
 
      Other 
 
    Other 
 
Cut flowers and flower buds of a kind suitable for  
bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried,  
dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared: 
 
 
 
  Fresh 
 
 
    Orchis 
 
    Chrysanthemums spp. 
 
    Lilies spp. 
 
    Roses 
 
    Carnations 
 
    Other 
 
  Other 
 
 
Foliage, branches and other parts of plants, without 
flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being 
goods of a kind suitable for bouquets or 
for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, 
bleached, impregnated or otherwise prepared: 
 
 
 
  Mosses and lichens 
 
 
  Other 
 
    Fresh 
 
 
    Other 

  注：１ この類には、第 06.01 項のチコリー及びその根の場合を除くほか、通常、苗、苗木又は花きの生産業者又は販売業者が提供する樹木（生きている 
     ものに限る。）その他の物品（野菜の苗を含む。）で、栽培用又は装飾用のもののみを含むものとし、第７類のばれいしょ、たまねぎ、シャロット、 
     にんにくその他の物品を含まない。 
    ２ 第 06.03 項又は第 06.04 項の物品には、全部又は一部をこれらの物品から作った花束、花かご、花輪その他これらに類する物品（附属品のいかん 
     を問わない。）を含むものとし、第 97.01 項のコラージュその他これに類する装飾板を含まない。 

資料：日本関税協会「実行関税率表」 
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３．経済連携協定（EPA）に批准した税率について 
（１）経済連携協定（EPA）の概要 

日本と経済連携協定（EPA）締結国の間では、MFN 税率より低い税率（EPA 税
率）を定められることから、EPAを結んだ国同士は他国よりも低い税率で輸出入を
行うことができます。 
 この EPA税率を適用して低税率（あるいは無課税）での輸出をするためには、日
本商工会議所が発行する特別原産地証明書発給を行わなければなりません。 
 

（２）特定原産地証明書の申請方法（タイの場合） 
（日本商工会議所 HPより抜粋：http://www.jcci.or.jp/gensanchi/index-thai.htm） 

 
≪特定原産地証明書発給の基本的な流れ≫ 
【ステップ１】輸出者が、日本商工会議所へ企業登録を行います。（所要７営業日） 
【ステップ２】原産品判定依頼をします。（所要３営業日）  
【ステップ３】輸出者が特定原産地証明書の発給申請を行います。（所要２営業日） 

 

（出所：「日・タイ経済連携協定 原産地規則について（経済産業省）」  
 ※「日タイ EPA に基づく特定原産地証明書発給手続きに関する説明会」（平成 19 年
10月開催）配布資料（http://www.jcci.or.jp/gensanchi/thaigaiyou.pdf より抜粋） 
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【ステップ１】 
① 企業登録 
（１）「履歴事項全部証明書（発効日から３ヶ月以内）」 ＊法務局でもらう 
（２）「特定原産地証明書の需給に関する委任／署名／電子情報処理組織による支援を受

けるための識別番号・暗証番号設定に係る通知書」 
（３）発給申請書の記載事項の英語表記等通知書」 
＊（２）、（３）は日本商工会議所に返信用封筒（１４０円）を同封して請求。申請先は日本商工会議所。 

 
生産者（産地）と輸出者が異なる場合、この特定原産地証明書は、生産者側からの証

明書を添付すれば、輸入業者が行うことができるため、この企業登録においても輸入業

者等が登録をすれば、生産者がそれぞれ登録をする必要はありません 
また、同様に細かい農家が集まった農協などでも、農協が産地を取りまとめるという

ことであれば、その農協が登録をしさえすればよいです。 
 
【ステップ２・３】 
さて、企業登録が済めば、「JCCI特定原産地証明書発給システム」が利用可能になり、
次の②原産品判定依頼と、③特定原産地証明書の発給申請は、この「JCCI特定原産地証
明書発給システム」で行うこととなります。また、②原産品判定依頼は、ネット上でほ

ぼ完結するが、③特定原産地証明書、③特定原産地証明書の発給申請は、典拠資料とし

て「生産証明書」と領収書や納品書等の添付が必要です。 
 
詳細は日本商工会議所ホームページでマニュアルがダウンロードできます。 
 

日本・タイ経済連携協定（EPA）に基づく特定原産地証明書の発給手続きについて 

http://www.jcci.or.jp/gensanchi/index-thai.htm 

 

特定原産地証明書発給に関するお問い合わせ先 
日本商工会議所 国際部 特定原産地証明担当 
ＴＥＬ：０３－３２８３－７８５０、ＦＡＸ：０３－３２１６－６４９７ 
Ｅ－ｍａｉｌ：tokuteico@jcci.or.jp 
上記本部以外にも、全国各地に２１か所の地方事務所があります。 
お近くの事務所へお問い合わせください。 
日本商工会議所ＨＰ http://www.jcci.or.jp/gensanchi/index.htm 
経済産業省 貿易協力局 貿易管理部原産地証明室 ＴＥＬ：03－3501－0539（直通）
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 （３）経済連携協定（EPA）の発効時の注意点について 
≪日タイ経済連携協定（EPA）と特定原産地証明書の発給についての注意事項≫ 
2006年 11月から発効された日タイ経済連携協定（JTEPA）により、従来まで課せ
られていた関税が、０％もしくはそれに近い割合になり、今後の輸出促進に期待がか

かるところではありますが、以下の点に注意しなければなりません。 
 
【注意点１】税率がすぐにゼロになるわけではない 
 税率が発効後すぐに効果を発揮し、関税率がゼロもしくは低税率になるものと、段

階的に年を追うごとに減っていくものとがありますので、注意が必要です。 
 

日タイＥＰＡ経済連携協定による 
年度別適用税率一覧（左図） 
同じバラでも分類によって、発効後

に無税になるものと、年を追って減

っていくものとがある。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【注意点２】最恵国待遇（MFN）関税との逆転現象について 
 JTEPA が 2006 年 11 月に発効した一方で、タイが相次いで最恵国待遇（MFN）関
税の引き下げを行った結果、JTEPAで定める税率がMFNより上回ってしまうという
逆転現象が起きている品目があると日本貿易振興機構（JETRO）は注意を促していま
す（2007年 10月 19日付）。JETROが独自に行った税率の照合によると、JTEPAで
規定されている税率（HS2002）と現行 MFN 税率（HS2007）とで分類体系が異なり
正確な比較が難しいところもありますが、JTEPAでMFNより優遇される品目が全体

HS コード 0602.40.000 0603.11.000 

品名 ばら(根つき） ばら(切り花） 

MFN 税率 30% 54% 

2007 年度 26.67% 0.00% 

2008 年度 23.33% 0.00% 

2009 年度 20.00% 0.00% 

2010 年度 16.67% 0.00% 

2011 年度 13.33% 0.00% 

2012 年度 10.00% 0.00% 

2013 年度 6.67% 0.00% 

2014 年度 3.33% 0.00% 

2015 年度 0.00% 0.00% 

2016 年度 0.00% 0.00% 

 
 

関 
 

税 
 

率 

日
タ
イ
Ｅ
Ｐ
Ａ
経
済
連
携
協
定
適
用
税
率 

2017 年度～ 0.00% 0.00% 
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の 6割弱ほどを占める一方、およそ４分の１程度の品目についてMFNと税率が逆転す
る可能性があるものと見られるとのことです。税率の逆転状態は、段階的に JTEPAに
より税率が段階的に引き下げられる過程において、概ね順次解消されていくが、一方で

今後のタイ側のMFN税率引き下げの動きによっては、解消がそれほど進まないことも
考えられるので、最新の情報を参照し JTEPAとMFNの税率の差を見比べる必要があ
ります。（http://www.jetro.go.jp/news/announcement/20071019954-newsより抜粋） 
 ただし、花き類（HSコード：０６類）については現在のところこの逆転現象は見ら
れない。しかし、今後MFN税率が引き下げられることも考えられるので注意が必要で
す。 
 
 

ＥＰＡの輸出全般に関する問い合わせ先 
●メールで受け付け● 

経済産業省 通商政策局 経済連携課  

epa-soudan@meti.go.jp 
 
●電話で受け付け● 

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ） 
東京：貿易投資相談センター 

貿易投資相談課・ＥＰＡ班  
大阪：大阪本部貿易投資相談センター  
名古屋：名古屋貿易情報センター  
 

 
ＴＥＬ：03-3582-5171 
ＴＥＬ：06-6447-2307 
ＴＥＬ：052-21104517 
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Ⅳ 輸出実践情報 
１．輸出フロー（各名称、役割、所要時間など） 
輸出を行うに際しては、国内のバイヤーとのの商談では必要とされない作業や計算が

必要となります。花き輸出に際しての大まかな業務フローは、下図とおりです。 
 
 

 
図.花き輸出に係る業務フロー 

２．輸出に係る業務内容 
① 商談 
 商談を行うにあたり、必要な情報が提案する商品リストと単価、目的地までの運賃見

積もり、積載率（海上コンテナ輸送の場合は何箱詰めるか、航空便輸送の場合は容積重

量がどのくらいか？）を算出しておかないと海外バイヤーに対して現地にどのくらいの

金額で輸出可能かを示すことができません。とはいえ、輸出ができるかわからない段階

で航空運賃の交渉をすることも難しよいでしょう。新規相手先への商談をする際は、バ

イヤーの反応をみる取掛かりとして運賃や国内での輸出諸掛を含まないＥｘ－Ｗｏｒｋ

ｓ条件（商品本体の価格のみ）で提示するのが無難です。この条件で高いという反応が

返ってきたら、輸出の可能性は全くない相手と判断することができます。 
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② 成約 
 価格提示を行い、お互いにコスト面や支払い条件での折り合いがついて成約となると、

まずは InvoiceをメールもしくはFAXで顧客に送信してサインをもらいましょう。特に、
洋蘭の鉢物などのようにワシントン条約に係る輸出規制がある商材については、輸出許

可関連書類を取得するために Invoice などの売買契約書類の写しの提出が必要となりま
す。 
 
③ 輸送手段・スケジュールの確認・手配 
 成約となる際には、現地バイヤーが希望する現地到着日も確定していると思います。

この納期に間に合うようフライト出発日を選び、植物検疫に所要する日数に応じて空港

（港）への搬入日を決めてフォワーダー業者に輸送手段の手配を依頼しましょう。 
 
④ 輸出許可関連書類の準備 
 輸出する商品によっては、ワシントン条約による輸出制限品に該当する場合がありま

す。ワシントン条約による輸出制限品の輸出で取得を義務付けられている CITESや、商
工会議所発行の原産地証明書などの取得は、即日取得することが難しいため、商談を行

う際にもある程度ゆとりをもった納期で交渉をすることが必要です。特に、中国や香港

などのアジア向けに輸出が定着しつつあるシンビジウムなどの洋蘭類の鉢物などを輸出

する場合には、必ず CITESの取得が必要となりますので、商談が成約したら直ちに申請
を行いましょう。 
 日本政府発行の植物検疫検査合格証明書が必要な相手国に輸出する場合、輸出前に日

本側での植物検疫検査が必要となります。日本での植物検疫検査を申請する際に、中国、

香港、台湾、アメリカ等国や地域によっては、現地政府が発行した植物検疫検査要求事

項入りの現地バイヤーに対する輸入許可書（もしくは輸入検疫許可書）が必要となる場

合がありますので、新規対象国に輸出ビジネスを始められる方は、事前に植物防疫所に

確認を行いましょう。 
 また、物理的な理由で植物検疫検査を受けるために商品を植物防疫所に持ち込むこと

が難しい植木・盆栽類や、大量のシンビジウムなどは、植物防疫所の出張検疫を産地や

市場で受けることが可能ですが、この場合は、事前に出張検疫の予約が必要となります。

検査の予約には、一般的に 2 週間程度の猶予を見ておいたほうが無難です。植物検疫の
予約は電話でできますが、事前に検疫申請書の FAX送付を求められますので、申請書も
事前に作成しましょう。 
なお、植物検疫検査申請書の提出後に数量や品目が変更になることはかまいませんが、

変更になった時点で修正した植物検疫検査申請書を再度植物検疫所に送信しましょう。

署名押印したオリジナルの植物検疫検査申請書は、検査当日に検疫官に手渡しします。

出張検疫の場合は、植物検疫合格証明書の発行は、一般的には翌日以降となります。 
なお、航空便での輸送で植物検疫検査をフォワーダー業者に依頼する場合は申請書の

作成は、フォワーダー業者が代理作成してくれます。ただし、検査予約の際に輸出する
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商品の明細が必要となりますので、フォワーダー業者に輸出商品明細を事前に送付する

必要があります。 
 
⑤ 商品手配・梱包 
 商品手配の際に気をつけることは、調達先（生産者や市場）に対して、商品規格・入

り数・箱サイズなどをきちんと注文通りに守ることを念押しすることです。特に、生産

者の出荷箱を輸出にそのまま用いる場合には、箱サイズや入り数が変わると運賃に大き

な影響を及ぼしますので注意が必要です。特に、同じ単価で本数は確保できても箱あた

りの入り数が減り箱数が増えてしまった場合は、運賃が余分にかかってしまい、最悪の

場合は、収支が赤字となってしまう恐れがありますので注意が必要です。 
 箱にはパッキングリストに記載するとおりに番号を記入しましょう。基本的には、箱

番号さえ入っていれば輸出手続き上問題はありませんが、植物検疫検査を受ける際に商

品を明確にしたり、現地に到着した際の輸入手続きや現地バイヤーの商品仕分けをしや

すくするために、箱番号だけでなく商品名、規格なども一緒に記載したラベルシールを

作成して貼るとよいでしょう。 
  
⑥ 輸出書類（最終確定版）の作成 
 輸出する商品が入荷し数量が確定したら、確定版のインボイスとパッキングリストを

作成します。インボイスとパッキングリストは輸出通関や現地での輸入通関で必ず必要

となる書類で、これらがないと輸出はできません。通常はインボイスとパッキングリス

トを別々に作成しますが、Invoice & Packing Listとして 1枚にまとめても差しつかえあ
りません。 
 
⑦ 植物検疫 
 植木・盆栽類やシンビジウムのように船便で大量に輸送する場合は、農場や集荷場所

での出張検疫検査を受けると便利です。検査に合格した後に農場や集荷場所で直接コン

テナに積めることができ、港の保税倉庫でコンテナ積み込みを業者に依頼するよりも大

幅なコストの削減を図ることが可能です。この場合は、植物検疫検査の申請は輸出者自

身で行うことになります。 
なお、出張検疫の場合は、検査場所の最寄り駅から検査場所へは、輸出者が検疫官の

送迎をすることになりますが、ご自身で最寄りの植物検疫所にトラックで荷物と検査補

助員数名を連れていくよりも輸出者のコスト面や人員面での負担は少なくて済みます。

出張費用は、無料です。 
航空便で輸送し植物検疫検査をフォワーダー業者に依頼する場合は、商品手配・梱包

および輸出書類の作成が終わったら空港に搬入しましょう。 
 
⑧ 空港（港）搬入 
 商品の梱包と書類作成が終わったら、輸出する空港もしくは港へ商品を搬入します。
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搬入に用いる輸送手段は、自社トラックもしくはチャータートラックが一般的に用いら

れていますが、宅配便での納品でもかまいません。搬入先については、フォワーダー業

者指定の空港内もしくは空港近隣の設備に行うことになりますので、輸送を依頼するフ

ォワーダー業者から支持を仰いで下さい。 
 相手国が植物検疫証明書を必要とする場合は、商品手配後に輸出者自身で検査を受け

ることもできますが、航空便で輸出する場合は、フォワーダー業者に空港内での植物検

疫検査作業を代行してもらうと便利です。 
 
⑨ 通関 
 植物検疫検査に合格して輸出条件が整った後に通関申請を行います（植物検疫合格証

明書が必要とされない国は、空港搬入後直に通関申請を行います）。この作業は通常フォ

ワーダー業者が代行しますので、輸出者自身で行う必要はありません。ワシントン条約

で制限を受けている品目については、若干の時間がかかる場合がありますが、通常は、

数時間で手続きが完了します。 
 
⑩ フライト 
 花き類は、生鮮品扱いで国際輸送されることがほとんどのため、通関申請中は通常冷

蔵保税倉庫で保管されています。通関が完了後、航空会社が指定する搬入時間まで冷蔵

保税倉庫で保管され、搬入時間になると航空会社に引き渡されてパレットもしくはコン

テナ組み込みされて航空機に積載されます。 
 船便の場合は、Ｂ／Ｌや植物検疫証明書などの書類を本船が出港後にただちに送付す

るとともに、現地バイヤーに必ず搭載便名と到着予定日を伝えるようにしてください。

航空便では当日か翌日には輸出相手国に商品が到着しますが、例えば欧州向け船便輸出

では到着まで 1 カ月近く要します。まれに現地バイヤーが到着日を失念する恐れがあり
ますので、到着予定日が近づいた頃に再度到着が近い旨を伝えておくのもよいでしょう。 
 
⑪ 現地での植物検疫・通関 
 現地に到着すると植物検疫検査（対象国のみ）が実施された後、通関した後に現地バ

イヤーは商品を引き取ることができます。現地通関の手配は、日本側ではなくバイヤー

側で行うのが一般的ですので、日本側で手配することはまずありません。ただし、輸出

関連書類（Invoice や AWB）に現地の通関業者の情報を記載するよう求められることが
ありますので、その際には、きちんと情報を記載しましょう。記載を忘れた場合、きち

んと指定通関業者に商品が引き渡されずトラブルとなることがあります。 
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図．航空便輸送における空港搬入～フライトまでのタイムフロー 

 
３．出入港地情報 
（１）日本・出港地情報 
 国内の大規模国際空港は、成田国際空港、関西国際空港、中部国際空港の３つがあり

ます。いずれも主要国への直行便が就航していますが、便数の多さでは成田、次いで関

西が有利といえます。これ以外の空港でもロシア、中国、香港、台湾、タイなどの花き

輸出の可能性のある国・地域への直行便が就航している都市がありますので、輸出をこ

れから計画している産地や企業の方は、国際便が就航している近隣空港で輸送が可能な

都市のバイヤー探しから着手するのもよいでしょう。国際線を就航している主な空港は、

下記のとおりです。 
 
■成田空港 
世界 36カ国、2地域の 95都市に就航。乗り入れ航空会社は 71社（2007年 3月現在）
で、世界の主要都市はほぼ網羅する日本最大の国際空港。花き輸出の可能性のある国・

地域に直行便を飛ばしていますが、現在、発着枠は常にフルな状態で、新規に日本への
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乗り入れを希望する中東や中央アジアへのアクセスでは、関西国際空港のほうが優位性

が高い場合があります。  
 
■関西国際空港 
世界 30カ国・地域の 73都市に就航。乗り入れ航空会社は 58 社（2006 年 10月現在）
で、世界の主要都市へ就航するほか、ドバイやカタールなどの中東諸国や中央アジア、

中国の地方都市などにおいては、成田空港からは就航していない国や都市へ直行便を就

航させているのが特徴です。 
 
■中部国際空港 
世界 16カ国・地域の 32都市に就航。乗り入れ航空会社は 58社（2007年 7月現在）で、
成田や関西空港のように花き流通の世界的なハブとなっているオランダへの直行便の就

航はありませんが、ドバイや中国などの新興の花き消費マーケットへのフライトが近年

充実してきているのが特徴です。 
 
■国際線定期便をもつ地方空港 

 成田、関西、中部の３つの大型国際空港以外にも、近年、国際線定期便を就航させる

空港が増えてきています。大半がソウル便ですが、ロシア、中国、香港、台湾、タイな

どの花き輸出相手先として有望な国や地域への直行便就航が近年増加傾向にあります。 
 広島空港や福岡空港では、バンコクへの直行便が就航していることから、バンコクの

新空港に設置されたペリシャブルセンター（生鮮品の乗り継ぎ時の保管に使用できる近

代的な冷蔵保税倉庫）を活用してタイ航空のグローバルネットワークの就航都市に輸出

することも考えられるでしょう。また、ソウルは、アジアのなかでも大規模なハブ空港

として機能しており、輸送する商材や季節によっては、ソウル経由で世界の主要都市に

輸出を考えることもできるでしょう。バンコク・ソウルともに、海外から日本に輸出さ

れる切花の乗り継ぎ地点としてすでに利用されています。 
また、一般的に航空運賃は、経由便のほうが直行便よりも安くなる傾向にあり、場合

によっては有利な条件で地方空港からの輸出ができるかもしれません。国際線の定期便

を就航させている主な空港と就航都市は、下記のとおりです。 

 

○旭川航空   ソウル 

○新千歳空港  ソウル、釜山、北京、大連、上海、香港、台北、ユジノサハリンスク、 

グアム 

○函館空港   ソウル、ユジノサハリンスク 

○青森空港   ソウル、ハバロフスク（夏季のみ） 

○秋田空港   ソウル 

○仙台空港   ソウル、北京、大連、上海、長春、広州、香港（秋・冬季のみ）、 

台北、グアム 
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○福島空港   ソウル、上海 

○新潟空港   ソウル、上海、ハルビン、ハバロフスク、ウラジオストク、イルクー

ツク（夏季のみ）、グアム 

○富山空港   ソウル、上海、大連、ウラジオストク 

○小松空港   ソウル、上海 

○米子空港   ソウル 

○岡山空港   ソウル、北京、上海、大連、グアム 

○広島空港   ソウル、北京、大連、上海、台北、バンコク、グアム 

○高松空港   ソウル 

○松山空港   ソウル、上海 

○新北九州空港 上海、広州、ウラジオストク（夏季のみ） 

○福岡空港   ソウル、釜山、済州、北京、上海、大連、広州、瀋陽、長春、青島、 

香港、台北、マニラ、バンコク、ホーチミン、シンガポール、グアム 

○長崎空港   ソウル、上海 

○大分空港   ソウル 

○熊本空港   ソウル 

○宮崎空港   ソウル 

○鹿児島空港  ソウル、上海 

○那覇空港   ソウル、上海、台北 

 

（２）相手国・入港地情報 

 現在、定期的もしくは不定期にスポットで花き類が輸出されている相手先国・地域と

しては、オランダ、イタリア、フランス、ドイツなどのＥＵ地域、中国、香港、台湾、

タイなどのアジア地域のほかに、アメリカ合衆国、ロシア、アラブ首長国連邦などがあ

げられます。相手国によって現地政府の輸入制度が異なりますので、本マニュアル中の

『２．輸入制限・禁止品目等』をご参照ください。本マニュアルに記載にない国や地域

に新規に輸出をされる予定の方は、現地バイヤーに輸入制度について先ずは問い合わせ

を行いましょう。 

その際には、①現地での植物検疫検査の有無と日本側の植物検疫検査合格証の必要性、

②原産地証明書の必要性の有無、③鉢物を輸出するに当たっては認められるコンポスト

（植え込み材料）の種類、④これまで輸出実績がなく、農林水産省で現地政府からの検

疫要求事項が入手できていない国や地域については、現地政府発行の検疫要求事項が書

かれた書面を明確にすることを忘れずに問い合わせましょう。 
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図．花き輸出事例定着国および試験実施済みもしくは今後輸出先として有望な国・地域 

 

４．輸送環境についての基礎知識 
（１）国際輸送のポイント 
 輸出を行うにあたって、国際輸送は花き輸出の成否を左右する最も大きな要因といっ

ても過言ではありません。輸出相手国までの国際輸送を考える際には、コスト面とテク

ニカル面の両面から最適化を図っていくことが必要となります。 
コスト面では、特に、航空運賃の圧縮が成功への大きな鍵となります。特に、はじめ

ての輸出相手国へ輸出する場合は、輸送条件や運賃の交渉も必要となるため、ある程度

の余裕をもって事前にフォワーダー業者に見積もり依頼を行ったほうがよいでしょう。 
また、料金体系や条件は、フォワーダー業者によって異なるため、はじめて輸出に取

り組む場合には複数のフォワーダー業者に見積もり依頼をして比較してみるとよいでし

ょう。 
 
 商談において成否を分ける最も大きな鍵となるのは運賃です。特に、切花や鉢物の航

空輸送では、実際の重量よりも箱サイズで算出される容積重量で運賃計算されるケース

がほとんどといってよいでしょう。従って、いかに輸送効率を上げる梱包を行えるが商

談の成否を分ける大きなポイントです。 
実際、花材の単価については、海外バイヤーも相応の単価と判断する場合が多いです

が、たいていの場合は、障害となるのは運賃の部分です。1キログラムあたりの運賃単価
の交渉はもちろん必要ですが、少しでも多くの花材を 1 つの箱に詰め、かつ痛みがなく

極東ロシア 

中国 
台湾 

香港 

アラブ首長国連邦 

タイ 

オランダ 
イタリア 
ドイツ 
フランス 

日本からの輸出が定着しつつある国・地域 
試験実施済みもしくは今後有望な国・地域 

アメリカ合衆国 

イギリス 西側ロシア（モスクワ・サンクトペテルブルグ） 
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現地へ運ぶことができるパッキングレートを見出してやることにより、現地到着に係る 1
本（鉢）あたりの単価は大きく変わってきます。 

 
 この運賃を少しでも下げるためには、①産地に注文する際に入り数を限界まで増やし

てもらう、②商品調達後に自分で入り数を増やして箱数を減らす、③積載効率の高い輸

出用の箱を作りすべて輸出用にリパックする、という３つの方法が考えられます。①と

②の方法に関しては、産地が国内販売用に作成している箱を使うことになりますので、

商談前に箱サイズを産地に確認して容積重量を明確にしておく必要があります。 
 
（２）クールチェーンについて 
 航空便を基本的に使用することになる切花輸出において、クールチェーンの確立はそ

の要ともいえる需要課題といってもよいでしょう。特に、温度が高くなる春～秋にかけ

ては最新の注意を払わないと、輸出した切花がカビや蒸れに等よるクレームが発生する

ことになりかねません。 
 一般的に切花は、10度以上の急激な温度上昇で結露が発生することが知られており、
一連の輸出フローの過程における急激な温度変化を10度以下に抑えることが重要な課題
です。特に、高温となる夏場に切花を輸出する場合には、細心の注意が必要となります。 
 いくら産地で夏場に真空予冷をかけて輸出する商品の冷却を行なっても、積み込みの

際にトラックがウイング車で側面を開放して積載することになれば、予冷したトラック

でも一瞬で荷物室内の温度上昇がおこり、商品は常温に触れることになます。また、冷

却後の急激な温度上昇によってもたらされた結露により、出荷箱内の湿度がほぼ１０

０％となるため、長時間の輸送中に蒸れやカビなどの品質低下が起こる原因となってし

まいます。これでは、本来鮮度保持の目的で行った真空予冷が逆効果となってしまいま

すので、現実的なトータルチェーンにおける温度変化を考慮して目標とする温度マネー

ジメントを組み立てていきましょう。 

  
写真．産地での真空予冷後のウイング車への積み込み後に発生した結露の成田空港での様子（左） 
   とオランダ到着時の様子（右） 
引用元：平成１７年度農林水産物海外販路確立対策委託事業実績報告書 

（輸出定着事例確立対策（事例１）・農林水産省） 
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写真．輸送中の急激な温度変化に起因する結露により発生したオランダ向け輸出りんどう切り花

の鮮度劣化の様子 
引用元：平成１７年度農林水産物海外販路確立対策委託事業実績報告書 

（輸出定着事例確立対策（事例１）・農林水産省） 

 

 クールチェーンを考える上で最も大切なのは、単に切花輸送において理想とされる５

度という低温で輸送することを考えるだけでなく、実際のフローの中で温度変化のギャ

ップを如何に抑えるかという面でも考えていく必要があります。外気温が低温となる冬

場はあまり温度に対して神経質になる必要はありません。しかし、高温となる夏場の輸

出の際には、外気温が 35℃を超えるような日もあります。そのため、夏場には切花保管
に最適とされる５℃を基準にクールチェーンを組み立てるのではなく、結露を防ぐ観点

から 10℃～15℃を基準にクールチェーンを考えていくのが現実的といえます。 
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写真．夏場のオランダ向けりんどう切花輸出における日本から現地到着までの輸送中の温度推移 
引用元：平成１７年度農林水産物海外販路確立対策委託事業実績報告書 

（輸出定着事例確立対策（事例１）・農林水産省提供に一部加筆） 
 
 

現実的なクールチェーンのマネージ

メントターゲットとなる温度帯 
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（３）海上輸送のコンテナタイプについて 
 植木や盆栽、中国向けシンビジウムの輸出には, 
一般的に海上コンテナでの輸送が行われています。海上コンテナにもいくつかのタイプ

があり、用途に応じてどのタイプを利用するかを決定することになります。 
 
① ドライコンテナ 
ノーマルコンテナは、空調のないコンテナで、空調設備がないため安い価格で輸送

することができます。しかしながら、赤道付近を通過する際には、コンテナ温度が 50℃
以上になるといわれ、厳冬の地を通過する際には、氷温となってしまうため、一般的

に花き類の輸送には適していません。サイズは20フィートと40フィートがあります。 
 
 ② オープントップコンテナ 
 こちらは、天井のないオープンタイプのコンテナです。天井から直接商品がコンテ

ナに収納できるため、大型の植木などを積み込むのにもっとも適したタイプです。天

井がないため空調は備えていませんが、通気性もよいため、秋～春にかけて中国など

の近距離の植木輸出に用いることができます。ただし、オープントップコンテナはど

の船会社もあまり保有していないため、早めのコンテナ確保が必要となります。 
 
③ リーファーコンテナ 
  断熱効果の高いパネルを外壁に使用し、冷凍機を搭載した温度調節が可能なコンテ

ナをリーファーコンテナと呼びます。こちらは、温度だけでなく外気導入の空気循環

量まで設定が可能なため、切花・鉢物・植木などすべての花き類の遠距離輸送に適し

ています。サイズは 20フィートと 40フィートがありますが、40フィートコンテナの
場合は高さが 250cmと高いハイキューブタイプのコンテナを選択するとよよいでしょ
う。ハイキューブタイプであれば、高さ 120cmの直立タイプのシンビジウム輸送箱で
も 2 段重ねが、高さ 80cm のアーチ・下垂タイプのシンビジウム輸送箱でも 3 段重ね
が可能で、1鉢あたりの輸送費用を抑えることができます。ただし、ハイキューブタイ
プのコンテナは、一般のリーファーコンテナよりも保有台数が少ないため、輸出が決

まったら早めにコンテナ確保を行ったほうがよいでしょう。なお、ハイキューブタイ

プのリーファーコンテナの設定は、20フィートコンテナにはありません。 
 
④ その他 
  20 フィートコンテナと 40 フィートコンテナの見積もりを同時に依頼してみるとわ
かるのですが、40 フィートの半分のサイズの 20 フィートコンテナだからといって、
運賃や輸出諸経費が半額になるかというとそうではありません。実際には 20フィート
コンテナの運賃は 40フィートと比較して若干安いかなという程度ですので、海外バイ
ヤーがコストを重視するのであれば、40フィートコンテナ単位での商談を進めたほう
がいいと思います。造形樹タイプの植木輸出を行う際には、あいているスペースに積
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載するための落葉樹の苗木などを同時に提案してあげれば、かなりのスペース活用が

できるので現地バイヤーが支払う 1 本当たりの運賃コストを大幅に圧縮することがで
きます。海上コンテナでの輸出では広いコンテナスペースの余った空間をいかに活用

するかが、商品 1本（鉢）あたりの輸送コストを圧縮するための大きな鍵となります。 
 
（４）航空輸送の輸送条件について 
  航空輸送では、大きく分けて生鮮貨物輸送（ペリシャブル貨物ともいいます。）と常

温貨物輸送（一般貨物・ドライカーゴとも言います。）の二つに分かれます。 
生鮮貨物輸送では、輸送中の保管時に冷蔵保管が確約されたり、優先的な荷物の積

み下ろしが確約されたり、飛行機の冷房の利く部分に積み込んでもらえるなど、生鮮

品である花き類の輸送には最も理想的な条件ですが、その分運賃単価も高めの設定と

なっています。 
常温貨物輸送では、基本的にすべての輸送過程において常温での取り扱いとなりま

すが、運賃設定が生鮮貨物輸送よりも安い設定となっています。貨物の積み下ろしは

生鮮品よりも優先順位が低くなりますが、若干の追加料金を支払うことで優先積み下

ろしができるサービスを提供している航空会社もあります（JAL が提供する J-Speed
サービスなど）。 
冬場のアジア向け輸送では、日本側の気温がちょうど冷蔵庫程度であり、現地も比

較的涼しい場合が多いため、近距離の輸送であれば温度変化に敏感な切花でも常温貨

物輸送を行っても問題ない場合があります。シンビジウムなどの鉢物は容積重量がと

ても大きくなるため、運賃単価の割安な常温貨物輸送はとても魅力的です。実際、農

林水産省の補助事業でも冬場の香港向けの試験輸送ではシンビジウムなどの洋蘭類が

常温貨物で輸送できることが確認されています。ただし、現地の温度を見極める必要

があるため、少量の試験輸送を季節ごとに実施してみるなどして判断材料を収集して

から大量の輸送に踏み切ったほうが無難です特に、鉢物の航空便輸送ではすぐに 100
万円単位の航空運賃が発生してしまうため、経験を積む前に常温貨物輸送を行って失

敗したとき損失額も大きくなりますので注意が必要です。 
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図．成田～香港へ鉢物常温貨物輸送での輸送箱内温度の推移 
引用元：平成１８年度知識集約型産業創造対策事業報告書 
（輸出促進に向けた長期輸送に耐える技術の調査について・農林水産省提供） 

 
５．フライトの選び方 
 海外に花き類を航空輸送するにあたり、ルートを決定する要因として大きく二つの輸

送パターンがあげられます。 
 
（１） 直行便の利用 
 鮮度保持が最も重要な課題となる花き類において、直行便の利用が品質の維持という

観点では第一のソリューションといえるでしょう。経由便を利用した場合、フライトの

ルートが遠回りとなるだけでなく、経由地では少なくとも数時間、長ければ一日近くの

待機時間が経由地で発生するため、輸送時間は直行便利用が圧倒的に短く有利です。 
 ただし、就航日が毎日でなく曜日に限定があったり、人気路線ではなかなかスペース

が確保できなかったりという場合もありますので、直行便の利用に関してはできるだけ

早めにフォワーダー業社に予約をお願いしておいたほうが無難です。 
 
（２） 経由便の利用 
 輸出する相手国・都市に必ずしも直行便が就航しているとは限りません。最寄りの空

港から直行便が利用できない場合は、経由便を利用する必要があります。 
 日本には数多くの航空会社が就航しており、多種多様な都市での乗り継ぎが理論上は

可能ですが、経由地の空港の施設・荷受け体制や気候条件によっては著しい商品劣化が

発生する恐れがあります。経由便利用が必要な場合は、利用する航空会社の選択を間違

えると大きなトラブルの原因になる恐れがありますので、生鮮品輸送に熟知したフォワ
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ーダー業社に一度問い合わせてみるとよよいでしょう。 
 また、一般に経由便のほうが直行便と比較して同じ目的地でも運賃が安めに設定され

ていることも経由便利用を考える際に見逃してはいけないポイントです。直行便はスペ

ース確保の競争率が高いため、輸送する都市によっては 1 キログラムあたり１０００円
を超える単価を提示してくる航空会社もあるはずです。しかしながら、花き類のように

容積重量が実重量よりも重い商材は、１キログラムあたり 500 円を超える運賃で輸送す
るのは、ごく一部の国・地域を除いてコスト的に無理だと思ったほうがよいでしょう。 
そこで、もしも航空会社が乗り継ぎ地点できちんとした冷蔵保管を確約してくれるの

であれば、運賃設定が安い経由便の利用も考える余地があるといえます。乗り継ぎ時間

が極端に短い場合は冷蔵保税倉庫に搬入する時間はありませんが、経由地が涼しい地域

であれば品質にはまず問題は起こらなよいでしょう。逆に、熱帯地域での乗り継ぎを考

えるのであれば、空港での荷捌きのスピードが早く、生鮮品の貯蔵施設の充実した空港

を利用しなければなりません。ペリシャブルセンターが稼働しはじめたバンコクは経由

便の乗り継ぎ地点として利用しやすい場所だといえるでしょ。また、条件によっては乗

り継ぎ時間が短い場合にも迅速なトランジットを行ってもらえるソウルは、海外から日

本向けに輸出され切花輸送でも一般的に乗り継ぎ地点として利用されていますが、厳冬

期以外の秋～春であれば乗継地点とえいて考える余地があると思います。その他、シン

ガポールなど日本へ輸入される切花でよく利用されている乗り継ぎ地点からルートの検

証をしてみるのもいいかと思います。ただし、乗り継ぎ便の利用に関しては、航空会社

との細かな条件の打ち合わせを行い、確実なオペレーション遂行の確証を得ることが絶

対条件です。 
 
 
６．決済について（現金決済、ＬＣ） 
 輸出を行うにあたり、まず第一に考えなければならないのは代金回収です。いくら無

事に商品を現地に届けられても、販売代金が回収できなければその輸出は失敗したとい

うことになっていしまします。 
 基本的に、新規で輸出を開始する相手先には現金前払いの条件を死守することが最も

望ましよいでしょう。もしも輸出した商品に傷みが発生して値引きなどのクレーム処理

を行うことになったとしても、代金が全額手元にあれば冷静に対処ができるものです。

しかし、後払い条件で輸出してクレーム処理を行う場合は、これから差額を現地から払

ってもらわなければならない立場となるため、現地側のほうが交渉の主導権をもつこと

になります。とくに、海外に輸出した場合はその場で即座に商品の状態が確認できない

ため、後払い条件では輸出者の立場のほうが弱くなりがちです。 
 特に、国際的なビジネスにまだ慣れていないアジア諸国への輸出の場合には、決済ト

ラブルをさけるためにも前払い条件での取引を強くおすすめします。 
 
 そのほかに、船便での輸出で取引額が大きくなる場合には、海外の取引先から現金で
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はなく L/C（Letter of Credit、信用状）での支払を提示してくる場合があります。L/C
とは銀行が発行する支払確約書のことで、とくに金額が大きくなる船便輸出では、バイ

ヤー側では遠隔地にいる輸出者が支払いをしてきちんと商品を発送してくれるのかとい

う不安があったり、輸出する側にしてもきちんと入金されるのかという不安をお互いに

抱きがちです。そのため、輸出する側と輸入する側双方に確実な決済が確約されるよう、

銀行が支払い確約をするというのが L/C決済のポイントです。 
 L/C 決済の遂行は船が出港してからしか行えないため、輸入者にとっては出荷が終わ
る前に前払いする必要がなくなるとともに、輸出者にとっては船積みと同時に代金回収

ができるという双方のメリットがあります。 
 L/C 決済にはいくつかのパターンがありますが、確実に代金回収ができるのは【一覧
払取消不能信用状】（Irrevocable L/C At sight）での決済を行うことです。L/Cには、取
消可能信用状と取消不能信用状があります。前者は輸入者があとから勝手に内容を変更

できるため、全員の了承がない限り内容を勝手に変更できない後者を選択することが重

要です。また、At sight（一覧払）条件がつくことにより、銀行に決済依頼書類を持ち込
めば、相手先の銀行は直ちにこの支払依頼を引き受けなければなりません。輸出者にと

っては支払サイトも大きなポイントになりますので、一覧払条件を付与した取消不能信

用状（Irrevocable L/C At sight）での取引を行うこと以外には考えないほうがよいでし
ょう。 上記 L/C の日本側での決済方法には、取立と買取という２つの方法が選択でき
ます。 
 
取立とは、輸出者が取引銀行に持ち込んだ L/C を発行した輸入者側の取引銀行に支払

請求（取り立て）を行い、現地銀行から日本側の銀行に代金が入金になった後に、輸入

者に入金される形態をいいます。 
買取とは、日本の銀行が現地銀行から代金が入金になる前に、日本の銀行が先に決済

代金を輸入者に支払う形態をいいます。ただし、買取といっても実際には銀行が入金さ

れるまで建て替え払いをしているだけなので、その間の金利が輸出者負担となります。

また、何らかの理由で万が一決済できなかった場合には、買取であっても支払われた代

金は返済しなければなりません。輸出者にとっては決済代金がすぐに得られるため、キ

ャッシュフローが楽になるメリットはありますが、その分金利など決済に係る手数料が

取立の場合よりも高くなることを留意しておきましょう。 
なお、銀行に取立依頼を行うにあたって必要な費用として、現地への郵便料（数千円

程度、国により異なります）、取扱手数料（5000 円程度）かかります。また、現地側の
銀行から信用状を受取る際にも受取手数料が 6000円程度（銀行により異なります）がか
かりますが、内容に一文字でもタイプミスがあるとアメンドメント（訂正）を行う必要

があり、アメンドメント書類を受領する際に再度受取手数料の支払いが現地側の銀行か

ら求められますので、L/C を現地取引先が組む前に、銀行への申請書類を事前にファク
スしてもらい、チェックしてから発行してもらったほうが無難です。さらに、L/C 取立
のための書類作成をフォワーダー業者に代行してもらう際には、さらに書類作成の事務
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手数料がかかります。海外からの現金送金の受領とは異なり、L/C 決済では高額な決済
手数料が発生するため、L/C決済を受け入れる場合は、L/C決済に係る手数料を先方負担
とすることを条件にしたほうがよよいでしょう。 
なお、L/Cの取立を依頼する際に銀行に提出しなければならない書類として①L/C（信
用状）の原本、②信用状月輸出手形取立依頼書（銀行によって様式が異なります）、③輸

出手形（2枚綴りの様式で、1枚目には 200円の収入印紙をはり、2枚ともに署名をする）、
④B/L（Bill of Lading、船荷証券）、⑤インボイス、⑥パッキングリスト、⑦宣誓書など
がありますが、詳しくは取引銀行にお問い合わせください。 
  

 
７．その他 
（１） 切り花輸出における梱包方法について 
  切花を輸出する際に、もっとも頭を悩ませるのは産地によって異なる出荷箱のサイ

ズです。これがかくていしないと運賃計算ができず、予測値で計算をすると大きな見

込み違いにより運賃が持ち出しになることがあります。 
このようなトラブルを避ける上でも、そして商品が長距離輸送される間の鮮度を保

つためにも、本来は輸出向けにきちんと考慮されたパッキングを行い、輸出用の出荷

箱の規格統一を図ることが今後の課題です。 
既存の出荷箱を輸出に使う場合は、多くの場合は国内販売向けの入数で出荷されて

いるため、かなりの空きスペースが箱の中にあります。1本（鉢）あたりの運賃を下げ
るうえでも、できるだけ多くの本数（鉢数）を 1 箱の中に詰められるよう工夫するこ
とでコストダウンを図ることができます。 
さらに、多くの商品を詰め込んだ場合でも、商品が蒸れたり傷ついたりしないよう、

下記のような梱包を輸出者側で行うのが理想です。 
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図.輸出用切花における輸送中の品質劣化を防ぐための梱包方法 

引用元：平成１７年度農林水産物海外販路確立対策委託事業実績報告書 

（輸出定着事例確立対策（事例１）・農林水産省提供） 

 
（２） 植木輸出における商品の前処理・積込み作業について 
 植木を輸出するにあたっては、EU向けのように栽培地検査を一定期間受ければ土が
ついたまま輸出できる相手国もあります。しかし、一般には土をつけたままでの輸出

は禁止されているため、EU以外の国々へ合法的な輸出を行うためには土壌を取り除い
てピートモスなどの人工土壌に植え替えたうえで、一定期間順化させる根圏処理が必

要になります。 
また、イタリア以外の EU 諸国においては輸入検疫検査が厳しい場合が多く、現地
での輸入検疫検査で線虫（ネマトーダ）が土壌中に発見されて輸入禁止となる事例も

近年増加傾向にあります。輸入禁止となった場合は、現地で廃棄するか日本に送り返

すかの２つの選択肢がありますが、いずれにしても多額の費用負担が発生しますので、

イタリア以外の EU 諸国への輸出でも人工土壌に移し替える根圏処理を行った商品を
輸出するか、長年徹底的に線虫対策を実施した農場から輸出するとともに、輸出前に

民間の検査機関で線虫がいるかどうかの検査を行った上で輸出するなどの対策を講じ

ることが必要となります。 
輸出前の根圏処理を行う方法として、下記のような前処理方法があります。この処

理は出荷の直前に行うのではなく、新しい根が動き始めるまでの相当期間の処理が必

要です。土を落とすために根を洗う際に根がかなりのダメージを受けている場合があ

りますので、急激な環境変化をさけるためにもすぐに輸出すべきではありません。 
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図.輸出する植木の根圏における前処理作業フロー 
引用元：平成１７年度農林水産物海外販路確立対策委託事業実績報告書 

（輸出定着事例確立対策（事例１）・農林水産省提供） 

 

 
図.植木輸出時の積み込み作業フロー 
引用元：平成１７年度農林水産物海外販路確立対策委託事業実績報告書 

（輸出定着事例確立対策（事例１）・農林水産省提供） 
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８．輸出手続き 
ⅰ）必要手続き・書類一覧 
■通常の切花・鉢物輸出（ワシントン条約非制限品） 
・インボイス 
・パッキングリスト 
・日本政府発行の植物検疫検査合格証明書 
・特定原産地証明* 
*必要な国・地域のみ。今のところタイ以外では必要性が確認されていません。 

 
■香港・オランダ等植物検疫証明書の添付を求められていない国・地域への切花輸出 
・インボイス 
・パッキングリスト 

 
■中国・香港向け鉢物輸出（ワシントン条約非制限品） 
・インボイス 
・パッキングリスト 
・日本政府発行の植物検疫検査合格証明書 
・中国政府発行の現地バイヤーが取得した輸入許可書の写し（検疫要求事項の記載の

あるもの。日本での植物検疫検査申請時に必要となります） 
・梱包資材における非木材梱包声明書（次項に記入例があります）* 
・原産地証明（輸出者発行のもので可）* 

*中国本土への輸出にのみ求められている書類 
 
■中国・香港向け鉢物輸出（ワシントン条約制限品） 
・インボイス 
・パッキングリスト 
・日本政府発行の植物検疫検査合格証明書 
・中国政府発行の現地バイヤーが取得した輸入許可書の写し（検疫要求事項の記載の

あるもの。日本での植物検疫検査申請時に必要となります） 
・CITES 
・輸出承認申請書（CITES申請時に同時申請します） 
・梱包資材における非木材梱包声明書* 
・原産地証明（輸出者発行のもので可）* 
 
*中国本土への輸出にのみ求められている書類 
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Japan Flower Promotion Center Foundation 
6-11, Higashi Nihombashi 3 Cho-me, Tokyo 103-0004 Japan 

TEL: +81 3 3664 8739   FAX: +81 3 3664 8743 
（輸出者名と住所記載のレターヘッドを作成） 

 
 
 

DECLARATION OF NO-WOOD PAKING MATERIAL 
 
 

Tokyo, 11th March, 2008 
（記入日を記載） 

 
 
To the service of China Entry and Exit Inspection and Quarantine: 
 
It is declared that this shipment does not contain wood packing materials. 
 
 
 
Remarks： 
Invoice No.： インボイス番号を記入 
Invoice Dated： インボイスの発行日を英語で記入 
Commodity： 商品名を英語で記入（例：Cymbidium Hybrid） 
Quantity： カートン数と重量を記入（例：○○Cartons/××kgs） 
B/L No： B/L番号、発行日を英語で記入 
 
 
 
 

Japan Flower Promotion Center Foundation 
 
 

サイン（手書きで署名）      
 

資料：中国向け非木材梱包声明書の記入例 
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 図．中国の輸入許可証（左）とアメリカ合衆国の輸入許可証（右） 

  引用元：平成１７年度農林水産物海外販路確立対策委託事業実績報告書 

（輸出定着事例確立対策（事例１）・農林水産省提供） 

 
 
ⅱ）インボイスの書き方 
 インボイスのフォーマットには特に決まりはなく、必要事項が記入されていれば各自

で自由に定められます。最低限記載が必要な項目としては、①商品名（学名で記入）、②

数量、③金額、④合計金額、⑤合計数量が記載されていれば問題はありません。 
 CIFもしくは C&F条件で運賃が日本側払いとなる場合は、運賃を含む単価で商品代を
設定しても、商品代と運賃を分けて記載してもかまいません。 
 パッキングリストについては、インボイスで記載されている商品に箱番号をふり、そ

の通し番号を記入していきます。詳しくは、次のページ以降に添付したインボイスとパ

ッキングリストの記入例をご参照ください。 
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資料：インボイス記入例 
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資料：パッキングリスト記入例 
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ⅲ）料金算出方法（容積重量等） 
 航空便での輸送で最も頭を悩ませるのは運賃計算です。花き類の航空便輸出では、商

品代金よりも運賃のほうが高いというケースが大半ですので、この計算を間違えると利

益がでないどころか赤字の輸出となってしまいかねませんので、慎重に計算を行いまし

ょう。 
 航空便での運賃計算方法は、実重量もしくは容積重量のいずれか大きい指標を用いて

計算しますが、ほとんどのケースでは容積重量のほうが実重量よりも大きな数値となっ

てしまいますので、容積重量を正しく計算することがポイントです。計算式は下記のと

おりです。 
 
【容積重量の算出式】 
○箱の縦サイズ（ｃｍ）×横幅（ｃｍ）×高さ（ｃｍ）÷６０００ 
 
 たとえば、幅 60cm、奥行き 50cm、高さ 80cmの箱にシンビジウムのアーチタイプを
1鉢入れて輸送場合、この箱の容積重量は 60×50×80÷6000＝40kgとなります。 
 
気をつけなければならない点は、段ボールのサイズは内寸で計算して作られている点で

す。そのため、普通に気をつけておっても、１辺あたり数ミリの狂いが出てきます。ま

た、箱が膨らんでいたりテープ止めがきちんと折り目の位置でできてなくて１辺のサイ

ズが膨らんでしまった場合には、空港での検尺時に同じ箱の規格すべての箱が実際より

も大きめな数字で容積カウントをされる恐れがあります。そのため、CIFや C&F条件で
の輸出を行う関係で事前の運賃計算が必要となる場合には、若干のサイズ膨張を考慮し

たサイズを用いるとよよいでしょう。 
 たとえば、上記のシンビジウムの箱サイズが外寸で各辺 1 センチメートルずつくるっ
てしまった場合の容積重量は 41.48 キログラムとなってしまいます。運賃が 1 キログラ
ムあたり 500円だとすると、このわずかな狂いだけで、見込み運賃よりも 1箱当たり 740
円の負担増になってしまいます。1鉢 7000円程度のアーチタイプのシンビジウムの原価
からすると、ここで 1 割以上の利益が消失してしまうことになるだけに、運賃計算には
細心の注意が必要です。 
 
 
９．貿易における用語集（入門編・５０音順） 

 

インコタームズ（Incoterms） 

International Rules for the Interpretations of Trade Terms の略で貿易取引条件に

関する国際ルールとされています。インコタームズでは、国際取引で起こりうるトラブ

ルの回避や対処のための条件が定められています。FOB、CIF、C&F などの条件はこのイン
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コタームズに示されている国際的なルールであり、世界共通の呼称と解釈がなされてい

ます。 

 

○インコタームズに定められている主な取引条件 

Ex Works（EXW） 出荷工場渡し 

Free Carrier（FCA） 出荷地運送人渡し 

Free Alongside Ship（FAS） 本船船側渡し 

Free On Board（FOB） 本線積込渡し 

Cost and Freight（CFR） 運賃込（本線積込渡） 

Cost Insurance and Freight(CIF) 運賃・保険料込（本線積込渡） 

Delivered Duty Unpaid（DDU） 仕向地持込渡し 関税買い主負担（関税抜き） 

Delivered Duty Paid（DDP） 仕向地持込渡し 関税売り主負担（関税込み） 

 

※そのほかにも多数の条件がありますが、実際に使用されている条件は FOB、CIF、C&F

の３条件が圧倒的多数を占めています。 

 

インボイス （送り状、 Invoice） 

取引内容（品名、数量、価格、契約条件など）が記載されてた書類で、輸出される貨物

の明細を示すととも、輸出入申告作業や代金決済などもインボイスもちいて処理されて

います。国際貿易をおこなううえで最も重要な書類ともいえます。 

 

原産地証明書（ Certificate of Origin） 

輸出（輸入）する商品の原産国を証明した書類を指します。日本からの輸出では、商工

会議所で発給を受けることができます。原産地証明書はすべての国に対して求められて

いるわけでなないため、事前に海外バイヤーに必要の有無を聞いておきましょう。また、

中国向け輸出のように輸出者発行の原産地証明でも認められる場合があります。 

 

植物検疫（Plant Quarantine） 

植物防疫法によって、日本に輸入する植物は植物検疫受けることがを義務付けられて

います。輸出においても相手先の国が輸出国による検査証明を求めている場合が多く、

この場合は日本での検査を受けて合格しないと輸出ができません。 

 

植物検疫証明書 （Phytosanitary Certificate） 

輸出国の植物検疫機関が発行する公的な検査合格証明書です。輸出相手国が証明書を求
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めている場合には、必ず植物検疫の検査を受けて合格証明書を取得し、輸入者に送付し

なければなりません。 

 

信用状 （L/C、Letter of Credit） 

輸入者の依頼で銀行が発行する支払確約書のことで、発行銀行が商品代金の支払いを保

証するものです。 

 

ドレージ（Drayage） 

商品を積み込む際にコンテナを陸上輸送することを指します。植木などの重量物は動か

すことが難しいため、通常はコンテナを栽培地までドレージして栽培地でコンテナに積

み込みます（→バンニング）。 

 

パッキングリスト （Packing List） 

梱包された商品の明細と箱番号などの荷印（シッピングマーク）などを記載した明細書。

インボイスに荷印を記載して Invoice & Packing list という具合に兼用することもでき

る。 

 

バンニング（ Vanning） 

輸出する商品をコンテナに積み込む作業のこと。コンテナから貨物を取り降ろすことを

デバンニング（Devanning）という。 

 

船荷証券（B/L、Bill of Lading） 

運送人が輸出者からの貨物を受け取り、船積みしたことを証明する書類。本来は海上輸

送で使用する用語ですが、航空輸送における AWB のことも B/L と海上輸送の慣習に従っ

て呼ぶことがあります。 

 

保税地域 （Free Zone） 

税関が管理する、外国貨物（輸入通関を受けていない貨物や輸出通関が済んだ貨物）の

保管や加工、展示などができる指定地域をさします。輸入した商品を関税を徴収される

ことなく保管することができる場所です。 

 

保税倉庫（Bonded Warehouse） 

外国貨物のままで所定の期間貨物を蔵置できる倉庫を指します。輸出入される貨物の

一時保管だけでなく、飛行機や船舶の乗継ぎで日本を経由して第三国へ向かう貨物の保

管などに使われている場所です。 

 

リーファーコンテナ（Reefer Container） 
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生鮮品（野菜、果物、肉、魚など）や他の低温保存を要する貨物を海上輸送するための

コンテナ。冷凍機が内臓されていて温度調節が自由に行えるコンテナです。 

 

ワシントン条約（Washington Convention） 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約で、絶滅のおそれのある動

植物の輸出入取引を規制するために制定されました。花き類では洋蘭類やサボテン類な

ど、一部の商品がワシントン条約における規制対象品となっていますので、当該商品を

輸出する際には輸出許可を受けるための事前申請が必要となります。 



 

 

79 

 
参考：情報収集に役立つウェブサイト等 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
【農林水産物の輸出に関する政策等】 
農林水産省／国際部 ウェブサイト 
農林水産物の輸出に関する施策情報や新着報道発表等、最新の情報を閲覧できます。 
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/index.html 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
【農林水産物の輸出促進に関する情報】 
農林水産省：農林水産物等の輸出促進対策 ウェブサイト （国際部） 
農林水産物の輸出促進に関する最新情報や、海外報告書等を閲覧できます。 
http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu.html 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
【海外ビジネス情報】 
日本貿易振興機構（JETRO） ウェブサイト 
各国の状況やビジネス情報などの情報を閲覧できます。 
http://www.jetro.go.jp/indexj.html 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
【ワシントン条約（CITES）】 
ワシントン条約（CITES）に関するウェブサイト（経済産業省） 
ワシントン条約（CITES）該当品目の閲覧、申請用紙ダウンロードなどできます。 
http://www.meti.go.jp/policy/boekikanri/pages/cites/cites_top_page.htm 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
【植物検疫所】 
農林水産省 植物防疫所 ウェブサイト 
輸出に必要な植物検査等に関する情報や統計データなど閲覧できます。 
http://www.pps.go.jp/ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
【関税率の検索】 
日本貿易振興機構（JETRO）「世界各国の関税率」 
世界各国の関税率等を検索できます。使用には登録（無料）が必要です。

http://www.jetro.go.jp/biz/tariff/ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
【EPA関税について】 
経済連携協定（EPA）に基づく特定原産地証明書の発給手続きについて 
（日本商工会議所） 
EPAに関する情報や特定原産地証明書発給の手続きについて閲覧ができます。 
http://www.jcci.or.jp/gensanchi/index.htm 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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